
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号

無
線
従
事
者
規
則

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
の
二
（
指
定
講
習
機
関
）
第
二
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
一
条
（
免
許
）
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
四
十
六
条
（
指
定
試
験
機
関
の
指
定
）
第
二
項
、
第
四
十

七
条
（
試
験
員
）
、
第
四
十
七
条
の
二
（
準
用
）
並
び
に
第
四
十
九
条
（
命
令
へ
の
委
任
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
無
線
従
事
者
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

無
線
従
事
者
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
従
事
者
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
国
家
試
験

第
一
節
　
試
験
の
方
法
及
び
科
目
（
第
三
条―

第
五
条
）

第
二
節
　
試
験
の
一
部
免
除
（
第
六
条―

第
八
条
）

第
三
節
　
試
験
の
実
施
（
第
九
条―

第
十
二
条
）

第
四
節
　
学
校
等
の
認
定
（
第
十
三
条―

第
十
九
条
）

第
三
章
　
養
成
課
程
の
認
定
（
第
二
十
条―

第
二
十
九
条
）

第
三
章
の
二
　
学
校
の
卒
業
者
に
対
す
る
免
許
の
要
件
等
（
第
三
十
条―

第
三
十
二
条
の
五
）

第
四
章
　
資
格
、
業
務
経
歴
等
に
よ
る
免
許
の
要
件
等
（
第
三
十
三
条―

第
四
十
四
条
）

第
五
章
　
免
許
（
第
四
十
五
条―

第
五
十
二
条
）

第
六
章
　
証
明

第
一
節
　
証
明
の
手
続
（
第
五
十
三
条―

第
六
十
条
）

第
二
節
　
訓
練
の
課
程
の
認
定
（
第
六
十
一
条―

第
六
十
九
条
）

第
七
章
　
主
任
講
習
（
第
七
十
条―

第
七
十
五
条
）

第
八
章
　
指
定
講
習
機
関
（
第
七
十
六
条―

第
八
十
四
条
）

第
九
章
　
指
定
試
験
機
関
（
第
八
十
五
条―

第
九
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
無
線
従
事
者
及
び
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
に
関
し
、
法
の
委
任
に
基
づ
く
事
項
及
び
法
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
　
「
国
家
試
験
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
無
線
従
事
者
国
家
試
験
を
い
う
。

二
　
「
養
成
課
程
」
と
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
を
い
う
。

三
　
「
免
許
」
と
は
、
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
免
許
を
い
う
。

四
　
「
証
明
」
と
は
、
法
第
四
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
を
い
う
。

五
　
「
指
定
講
習
機
関
」
と
は
、
法
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
指
定
講
習
機
関
を
い
う
。

六
　
「
指
定
試
験
機
関
」
と
は
、
法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
を
い
う
。

第
二
章
　
国
家
試
験

第
一
節
　
試
験
の
方
法
及
び
科
目

（
試
験
の
方
法
）

第
三
条
　
国
家
試
験
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
術
の
試
験
に
つ
い
て
は
実
地
に
よ
り
、
そ
の
他
の
試
験
に
つ
い
て
は
筆
記
の
方
法
又
は
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
行
う
。
た
だ
し
、
総

務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
削
除

（
試
験
科
目
）

第
五
条
　
国
家
試
験
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
従
事
者
の
資
格
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
物
理

1



（２）
　
電
気
回
路

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管

（４）
　
電
子
回
路

（５）
　
電
気
磁
気
測
定

ロ
　
無
線
工
学
Ａ

（１）
　
無
線
設
備
（
空
中
線
系
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（２）
　
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（３）
　
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用

ハ
　
無
線
工
学
Ｂ

（１）
　
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
（
以
下
「
空
中
線
系
等
」
と
い
う
。
）
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（２）
　
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（３）
　
空
中
線
系
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用

ニ
　
電
気
通
信
術

（１）
　
モ
ー
ル
ス
電
信
　
一
分
間
七
十
五
字
の
速
度
の
和
文
、
一
分
間
八
十
字
の
速
度
の
欧
文
暗
語
及
び
一
分
間
百
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
約
五
分
間
の
手
送
り
送
信
及
び
音
響
受
信

（２）
　
直
接
印
刷
電
信
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
約
五
分
間
の
手
送
り
送
信

（３）
　
電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ホ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
及
び
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基

づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
国
際
電
気
通
信
連
合
憲
章
に
規
定
す
る
国
際
電
気
通
信
規
則
（
電
気
通
信
業
務
を
取
り
扱
う
際
の
基
本
的
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
気
通
信
規
則
」
と
い
う

。
）
並
び
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
（
附
属
書
の
規
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
附
属
書
の
規
定
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
国
際
民
間
航
空
条
約
（
附
属
書
の
規
定
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
電
波
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）

ヘ
　
地
理

主
要
な
航
路
、
航
空
路
及
び
電
気
通
信
路
を
主
と
す
る
世
界
地
理

ト
　
英
語

（１）
　
文
書
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
英
文
和
訳

（２）
　
文
書
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
和
文
英
訳

（３）
　
口
頭
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

二
　
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
物
理
の
概
要

（２）
　
電
気
回
路
の
概
要

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管
の
概
要

（４）
　
電
子
回
路
の
概
要

（５）
　
電
気
磁
気
測
定
の
概
要

ロ
　
無
線
工
学
Ａ

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（２）
　
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要
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（３）
　
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
概
要

ハ
　
無
線
工
学
Ｂ

（１）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（２）
　
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（３）
　
空
中
線
系
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
概
要

ニ
　
電
気
通
信
術

（１）
　
モ
ー
ル
ス
電
信
　
一
分
間
七
十
五
字
の
速
度
の
和
文
、
一
分
間
八
十
字
の
速
度
の
欧
文
暗
語
及
び
一
分
間
百
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
約
五
分
間
の
手
送
り
送
信
及
び
音
響
受
信

（２）
　
電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ホ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
、
航
空
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）
の
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
電
気
通
信
規
則
並
び
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
、
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
及
び
国
際
民
間
航
空
条
約

（
電
波
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）
の
概
要

ヘ
　
地
理

主
要
な
航
路
、
航
空
路
及
び
電
気
通
信
路
を
主
と
す
る
世
界
地
理
の
概
要

ト
　
英
語

（１）
　
文
書
を
適
当
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
英
文
和
訳

（２）
　
文
書
に
よ
り
適
当
に
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
和
文
英
訳

（３）
　
口
頭
に
よ
り
適
当
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

三
　
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
磁
気
の
基
礎

（２）
　
電
気
回
路
の
基
礎

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管
の
基
礎

（４）
　
電
子
回
路
の
基
礎

（５）
　
電
気
磁
気
測
定
の
基
礎

ロ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（４）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
並
び
に
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
基
礎

ハ
　
電
気
通
信
術

モ
ー
ル
ス
電
信
　
一
分
間
七
十
字
の
速
度
の
和
文
、
一
分
間
八
十
字
の
速
度
の
欧
文
暗
語
及
び
一
分
間
百
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
約
三
分
間
の
手
送
り
送
信
及
び
音
響
受
信

ニ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）
の
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
（
海
上
に
お
け
る
人
命
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
の
無
線
通
信
業
務
及
び
無
線
測
位
業
務
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
第
七
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
電
気
通
信
規
則
並

び
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）
の
概
要

ホ
　
英
語

（１）
　
文
書
を
理
解
す
る
た
め
に

小
限
必
要
な
英
文
和
訳

3



（２）
　
文
書
に
よ
り
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に

小
限
必
要
な
和
文
英
訳

四
　
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
物
理

（２）
　
電
気
回
路

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管

（４）
　
電
子
回
路

（５）
　
電
気
磁
気
測
定

ロ
　
無
線
工
学
Ａ

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（２）
　
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（３）
　
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用

ハ
　
無
線
工
学
Ｂ

（１）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（２）
　
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（３）
　
空
中
線
系
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用

ニ
　
電
気
通
信
術

（１）
　
直
接
印
刷
電
信
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
約
五
分
間
の
手
送
り
送
信

（２）
　
電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ホ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
電
気
通
信
規
則
並
び
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定

に
限
る
。
）

ヘ
　
英
語

（１）
　
文
書
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
英
文
和
訳

（２）
　
文
書
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
和
文
英
訳

（３）
　
口
頭
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

五
　
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
物
理
の
概
要

（２）
　
電
気
回
路
の
概
要

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管
の
概
要

（４）
　
電
子
回
路
の
概
要

（５）
　
電
気
磁
気
測
定
の
概
要

ロ
　
無
線
工
学
Ａ

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（２）
　
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要
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（３）
　
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
概
要

ハ
　
無
線
工
学
Ｂ

（１）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（２）
　
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（３）
　
空
中
線
系
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
概
要

ニ
　
電
気
通
信
術

（１）
　
直
接
印
刷
電
信
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
約
五
分
間
の
手
送
り
送
信

（２）
　
電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ホ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
電
気
通
信
規
則
並
び
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定

に
限
る
。
）

ヘ
　
英
語

（１）
　
文
書
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
英
文
和
訳

（２）
　
文
書
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
和
文
英
訳

（３）
　
口
頭
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

六
　
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
設
備
の
取
扱
方
法
（
空
中
線
系
及
び
無
線
機
器
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）

ロ
　
電
気
通
信
術

（１）
　
直
接
印
刷
電
信
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
普
通
語
に
よ
る
約
五
分
間
の
手
送
り
送
信

（２）
　
電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ハ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
電
気
通
信
規
則
並
び
に
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
及
び
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定

に
限
る
。
）

ニ
　
英
語

（１）
　
文
書
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
英
文
和
訳

（２）
　
文
書
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
和
文
英
訳

（３）
　
口
頭
に
よ
り
十
分
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

七
　
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（４）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
並
び
に
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
基
礎

ロ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）
の
概
要
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（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
及
び
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）
の
概
要

八
　
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
設
備
の
取
扱
方
法
（
空
中
線
系
及
び
無
線
機
器
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）

ロ
　
電
気
通
信
術

電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ハ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
船
舶
安
全
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）
の
簡
略
な
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
電
気
通
信
規
則
並
び
に
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）
の
簡
略
な
概
要

ニ
　
英
語

口
頭
に
よ
り
適
当
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

九
　
第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
設
備
の
取
扱
方
法
（
空
中
線
系
及
び
無
線
機
器
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
電
気
通
信
事
業
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）
の
簡
略
な
概
要

十
　
第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
電
話
の
取
扱
方
法

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

十
一
　
レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

レ
ー
ダ
ー
の
取
扱
方
法
（
レ
ー
ダ
ー
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

十
二
　
航
空
無
線
通
信
士

イ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
の
保
守
及
び
運
用
の
基
礎

ロ
　
電
気
通
信
術

電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ハ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
（
航
空
法
及
び
電
気
通
信
事
業
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
関
係
規
定
を
含
む
。
）
の
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
、
無
線
通
信
規
則
、
電
気
通
信
規
則
及
び
国
際
民
間
航
空
条
約
（
電
波
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
）
の
概
要

ニ
　
英
語

（１）
　
文
書
を
適
当
に
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
英
文
和
訳

（２）
　
文
書
に
よ
り
適
当
に
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
必
要
な
和
文
英
訳

（３）
　
口
頭
に
よ
り
適
当
に
意
思
を
表
明
す
る
に
足
り
る
英
会
話

十
三
　
航
空
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
設
備
の
取
扱
方
法
（
空
中
線
系
及
び
無
線
機
器
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）
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ロ
　
電
気
通
信
術

電
話
　
一
分
間
五
十
字
の
速
度
の
欧
文
（
運
用
規
則
別
表
第
五
号
の
欧
文
通
話
表
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
約
二
分
間
の
送
話
及
び
受
話

ハ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

十
四
　
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
物
理
の
詳
細

（２）
　
電
気
回
路
の
詳
細

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管
の
詳
細

（４）
　
電
子
回
路
の
詳
細

（５）
　
電
気
磁
気
測
定
の
詳
細

ロ
　
無
線
工
学
Ａ

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
詳
細

（２）
　
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
詳
細

（３）
　
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
詳
細

ハ
　
無
線
工
学
Ｂ

（１）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
詳
細

（２）
　
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
詳
細

（３）
　
空
中
線
系
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
詳
細

ニ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
概
要

十
五
　
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

イ
　
無
線
工
学
の
基
礎

（１）
　
電
気
物
理

（２）
　
電
気
回
路

（３）
　
半
導
体
及
び
電
子
管

（４）
　
電
子
回
路

（５）
　
電
気
磁
気
測
定

ロ
　
無
線
工
学
Ａ

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（２）
　
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（３）
　
無
線
設
備
及
び
無
線
設
備
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用

ハ
　
無
線
工
学
Ｂ

（１）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（２）
　
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能

（３）
　
空
中
線
系
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用

ニ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
概
要

十
六
　
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
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イ
　
無
線
工
学

（１）
　
多
重
無
線
設
備
（
空
中
線
系
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（３）
　
多
重
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（４）
　
多
重
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
並
び
に
多
重
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
概
要

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
概
要

十
七
　
第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
設
備
の
取
扱
方
法
（
空
中
線
系
及
び
無
線
機
器
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

十
八
　
第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

無
線
設
備
の
取
扱
方
法
（
空
中
線
系
及
び
無
線
機
器
の
機
能
の
概
念
を
含
む
。
）

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

十
九
　
国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

イ
　
電
気
通
信
術

モ
ー
ル
ス
電
信
　
一
分
間
七
十
五
字
の
速
度
の
和
文
に
よ
る
約
三
分
間
の
手
送
り
送
信
及
び
音
響
受
信

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

二
十
　
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
概
要

（４）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
並
び
に
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
概
要

ロ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線
通
信
規
則
の
概
要

二
十
一
　
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
基
礎

（４）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
並
び
に
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
基
礎

ロ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線
通
信
規
則
の
概
要

二
十
二
　
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
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イ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
初
歩

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
初
歩

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
初
歩

（４）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
並
び
に
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
等
の
た
め
の
測
定
機
器
の
保
守
及
び
運
用
の
初
歩

ロ
　
法
規

（１）
　
電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

（２）
　
通
信
憲
章
、
通
信
条
約
及
び
無
線
通
信
規
則
の
簡
略
な
概
要

二
十
三
　
第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

イ
　
無
線
工
学

（１）
　
無
線
設
備
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
初
歩

（２）
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
及
び
機
能
の
初
歩

（３）
　
無
線
設
備
及
び
空
中
線
系
の
保
守
及
び
運
用
の
初
歩

ロ
　
法
規

電
波
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
簡
略
な
概
要

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
科
目
の
試
験
の
出
題
に
つ
い
て
は
、
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
三
条
に
定
め
る
当
該
無
線
従
事
者
の
資
格
を
有
す
る
者
の
行
い
、
又
は
そ
の
監
督
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
無
線
設
備
の
操
作
の
範
囲
を
考
慮
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
試
験
の
一
部
免
除

（
科
目
合
格
者
等
に
対
す
る
免
除
）

第
六
条
　
次
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
（
電
気
通
信
術
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
者
が
当
該
試
験
科
目
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内

（
総
務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

し
た
後
に
お
い
て

初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
ま
で
）
に
実
施
さ
れ
る
当
該
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。

一
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

二
　
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

三
　
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

四
　
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

五
　
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

六
　
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

七
　
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

八
　
航
空
無
線
通
信
士

九
　
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

十
　
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

２
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
が
当
該
電
気
通
信
術
の
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
（
総
務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態

に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
の
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て

初
に
行
わ
れ
る
試

験
の
実
施
日
ま
で
）
に
実
施
さ
れ
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。

電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
し
た
資
格

受
験
す
る
資
格

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
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航
空
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士

（
認
定
学
校
等
の
卒
業
者
に
対
す
る
免
除
）

第
七
条
　
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
（
以
下
「
学
校
等
」
と
い
う
。
）
を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
が
当
該
学
校
等
を
卒
業
し
た
日
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
日
）
か
ら
三
年
以
内
（
総
務
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ

と
そ
の
他
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
校
等
を
卒
業
し
た
日
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
日
）
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て

初
に

行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
ま
で
）
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
に
よ
っ
て
、
無
線
工
学
の
基
礎
、
電
気
通
信
術
及
び
英
語
の
試
験
の
う
ち
そ
の
一
部
又
は
全
部

を
免
除
す
る
。

（
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
免
除
）

第
八
条
　
一
定
の
無
線
従
事
者
の
資
格
を
有
す
る
者
が
他
の
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
別
表
第
一
号
の
区
別
に
従
っ
て
、
国
家
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
。

２
　
一
定
の
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
業
務
経
歴
を
有
す
る
者
が
他
の
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
に
よ
り
、
別
表
第
二
号
の
区
別
に
従
っ
て
、
国
家
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
。

３
　
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
六
条
第
三
項
（
同
法
第
七
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
又
は
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
国
家
試
験
を

受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
別
表
第
三
号
の
区
別
に
従
っ
て
、
国
家
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
。

第
三
節
　
試
験
の
実
施

（
試
験
の
公
示
等
）

第
九
条
　
国
家
試
験
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
国
家
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
大
臣
、
総
合
通
信
局
長
又
は
指
定
試
験
機
関
が
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
お
い
て

公
示
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
き
は
、
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
業
務
規
程
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
の
申
請
）

第
十
条
　
国
家
試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
四
号
様
式
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
者
は
、
初
め
て
当
該
免
除
申
請
を
す
る
際
に
卒
業
証
明
書
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
修
了
証
明
書
）
及
び
科
目
履
修
証
明
書

を
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
者
は
別
表
第
五
号
様
式
の
経
歴
証
明
書
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
及
び
写
真
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
の
通
知
）

第
十
一
条
　
総
務
大
臣
、
総
合
通
信
局
長
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
者
に
試
験
科
目
、
日
時
及
び
場
所
を
通
知
す
る
。

（
試
験
結
果
の
通
知
）

第
十
二
条
　
総
務
大
臣
、
総
合
通
信
局
長
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、
国
家
試
験
を
受
け
た
者
に
そ
の
試
験
の
結
果
を
無
線
従
事
者
国
家
試
験
結
果
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
。

第
四
節
　
学
校
等
の
認
定

（
学
校
等
の
認
定
）

第
十
三
条
　
第
七
条
に
規
定
す
る
学
校
等
の
認
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
基
準
に
よ
り
行
う
。

（
認
定
の
申
請
）

第
十
四
条
　
前
条
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
等
の
設
置
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
そ
の
学
校
等
の
概
要
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
学
校
等
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
校
等
の
学
部
及
び
学
科
（
専
攻
、
コ
ー
ス
そ
の
他
の
課
程
が
置
か
れ
る
学
科
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
、
次
章
及
び
第
三
章
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称

三
　
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
の
名
称
及
び
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
科
目

四
　
設
置
者
の
名
称
又
は
氏
名

五
　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
部
及
び
学
科
に
関
す
る
次
の
事
項

イ
　
入
学
資
格
及
び
修
業
年
限

ロ
　
教
育
課
程
（
科
目
ご
と
の
単
位
数
を
換
算
し
た
時
間
数
を
含
む
。
）
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ハ
　
学
生
又
は
生
徒
の
定
員

ニ
　
教
員
（
教
授
、
准
教
授
等
の
別
及
び
専
任
教
員
で
あ
る
か
否
か
の
別
）
の
氏
名
、
担
当
科
目
及
び
担
当
時
間

ホ
　
電
気
通
信
術
の
教
員
の
有
す
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
無
線
設
備
の
操
作
に
関
す
る
業
務
の
経
歴
（
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ヘ
　
教
育
実
習
実
験
設
備
（
名
称
及
び
員
数
を
含
む
。
）

２
　
前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
部
及
び
学
科
ご
と
並
び
に
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
格
及
び
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
科
目
（
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
科
目
が
複
数
の
と
き
は
、

そ
の
複
数
の
試
験
科
目
）
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
書
の
交
付
）

第
十
五
条
　
総
務
大
臣
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
学
校
等
が
第
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
認
定
を
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
十
六
条
　
学
校
等
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
学
校
等
に
関
し
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
学
校
等
の
所
在
地
を
除
く
。
）
、
第
二
号
又
は
第
五
号
（
イ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
容
及

び
変
更
す
る
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
取
消
し
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
学
校
等
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
学
校
等
の
所
在
地
に
限
る
。
）
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
学
校
等
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
同
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
の
取
消
し
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
総
務
大
臣
が
軽
微
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
容
及
び
変
更
す
る
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
十
七
条
　
総
務
大
臣
は
、
認
定
を
受
け
た
学
校
等
が
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
学
校
等
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
認
定
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ

の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
認
定
書
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
校
等
の
届
出
）

第
十
八
条
　
学
校
等
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
学
校
等
又
は
認
定
に
係
る
学
部
若
し
く
は
学
科
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
及
び
廃
止
す
る
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
廃
止
に
係
る
学
校
等
又
は
学
部
若
し
く
は
学
科
に
関
す
る
認
定
は
、
当
該
廃
止
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
認
定
学
校
等
の
公
表
）

第
十
八
条
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
学
校
等
並
び
に
学
部
及
び
学
科
の
名
称
（
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
変
更
後
の
も
の
）
、
免
除
す
る
資
格
の
無
線
従
事
者

国
家
試
験
の
試
験
科
目
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
学
校
等
及
び
前
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
学
校
等
に
係
る
公
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
認
定
を
取
り
消
し
た
日
又
は
認
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
）

第
十
九
条
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
校
等
の
設
置
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
実
地
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
　
養
成
課
程
の
認
定

（
養
成
課
程
の
対
象
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
校
等
の
教
育
課
程
（
一
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
を
開
設
し
て
行
う
養
成
課
程
（
以
下

「
長
期
型
養
成
課
程
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
格
と
す
る
。

一
　
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

二
　
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

三
　
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

四
　
第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

五
　
第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

六
　
レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

七
　
航
空
無
線
通
信
士

八
　
航
空
特
殊
無
線
技
士

九
　
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

十
　
第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

十
一
　
第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

十
二
　
国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

十
三
　
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

十
四
　
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
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十
五
　
第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

（
認
定
の
基
準
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
認
定
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
養
成
課
程
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
認
め
る
も
の
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
養
成
課
程
に
係
る
資
格
の
無
線
従
事
者
の
養
成
を
業
務
と
す
る
者

ロ
　
そ
の
業
務
の
た
め
に
当
該
養
成
課
程
に
係
る
資
格
の
無
線
従
事
者
の
養
成
を
必
要
と
す
る
者

二
　
養
成
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
養
成
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
養
成
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

三
　
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
養
成
課
程
の
運
営
を
厳
正
に
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
認
め
る
管
理
責
任
者
（
養
成
課
程
の
運
営
を
直
接
管
理
す
る
責
任
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
申
請
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
等
（
設
問
解
答
、
添
削
指
導
、
質
疑
応
答
等
に
よ
る
指
導
の
み
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
養
成
課
程
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五
　
そ
の
養
成
課
程
の
実
施
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
養
成
課
程
の
種
別
（
そ
の
養
成
課
程
に
お
い
て
養
成
し
よ
う
と
す
る
無
線
従
事
者
の
資
格
の
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
、
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る
授
業
科
目
及
び
授
業
時
間
（
養
成
を
受
け
る
者
の
能
力
に
鑑
み
、
総
合

通
信
局
長
が
特
に
他
の
授
業
時
間
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
授
業
時
間
）
を
設
け
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
授
業
形
態
は
、
同
時
受
講
型
授
業
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
随
時
受
講
型
授
業
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
同
時
受
講
型
授
業
及
び

随
時
受
講
型
授
業
の
組
合
せ
に
よ
る
授
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
集
合
形
式
で
講
師
が
対
面
に
よ
り
行
う
授
業

ロ
　
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
、
複
数
の
教
室
等
に
対
し
て
同
時
に
行
う
授
業

ハ
　
授
業
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
に
対
し
て
同
時
に
行
う
授
業

ニ
　
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
授
業
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
時
受
講
型
授
業
に
相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
も
の

ホ
　
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
使
用
し
て
行
う
授
業
で
あ
っ
て
、
同
時
受
講
型
授

業
に
相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
も
の

八
　
養
成
課
程
の
種
別
及
び
担
当
す
る
授
業
科
目
に
応
じ
、
別
表
第
七
号
に
掲
げ
る
無
線
従
事
者
の
資
格
を
有
す
る
者
（
総
合
通
信
局
長
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
そ
の

経
歴
等
か
ら
み
て
総
合
通
信
局
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
講
師
等
と
し
て
授
業
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
同
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
同
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
講
師
は
、
一
の
会
場
当
た
り
の
養
成
人
員
四
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
合
通
信
局
長
が

養
成
課
程
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
　
電
気
通
信
術
以
外
の
授
業
科
目
の
授
業
に
お
い
て
は
、
標
準
教
科
書
（
当
該
科
目
の
授
業
に
適
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
し
た
教
科
書
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
内
容
を
有
す
る
教
科
書
（
電
磁

的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
授
業
内
容
の
進
捗
状
況
を
管
理
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
総
合
通
信
局
長
が
特
に
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場

合
を
除
く
。
）
。

十
一
　
そ
の
養
成
課
程
の
終
了
の
際
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
験
を
実
施
し
て
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
、
当
該
養
成
課
程
の
修
了
証
明
書
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
養
成
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
は
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
責
任
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

十
三
　
第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
の
期
間
、
講
師
等
の
担
当
す
る
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
随
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
随
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
講
師
等
の
担
当
す
る
授
業
科
目
）
、
施
設
費
及
び
運
営
費
の
支
弁
方
法
等
に
関
す
る
適
切
な
実
施
計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
長
期
型
養
成
課
程
の
認
定
の
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
学
校
等
で
あ
っ
て
、
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
養
成
課
程
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
認
め
る
も
の
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
養
成
課
程
の
運
営
を
厳
正
に
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
認
め
る
管
理
責
任
者
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
申
請
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
養
成
課
程
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四
　
そ
の
養
成
課
程
の
実
施
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
養
成
課
程
の
種
別
に
応
じ
、
別
表
第
七
号
の
二
に
掲
げ
る
授
業
科
目
及
び
授
業
時
間
を
設
け
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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六
　
養
成
課
程
の
種
別
及
び
担
当
す
る
授
業
科
目
に
応
じ
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら

の
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
合
通
信
局
長
が
認
め
る
者
が
講
師
と
し
て
授
業
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
学
校
等
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
養
成
課
程
の
授
業
科
目
の
内
容
を
習
得
し
た
こ
と
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
授
業
科
目
の
内
容
を
習
得
し
た
と
認
め
る
者
に
限
り
、
当
該
養
成
課
程
の
修
了
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
え
て
科
目
履
修

証
明
書
及
び
卒
業
証
明
書
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
修
了
証
明
書
）
若
し
く
は
総
合
通
信
局
長
が
適
当
と
認
め
る
そ
の
他
の
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）

を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
講
師
の
担
当
す
る
授
業
科
目
別
授
業
時
間
、
実
施
要
領
等
に
関
す
る
適
切
な
実
施
計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
航
空
無
線
通
信
士
又
は
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
の
養
成
課
程
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
（
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

に
つ
い
て
は
電
気
科
又
は
電
気
通
信
科
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者
及
び
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
に
限
り
、
当
該
養
成
課
程
の
履
修
を
認
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
標
準
教
科
書
以
外
の
教
科
書
を
使
用
す
る
場
合
は
そ
の
使
用
す
る

教
科
書
を
添
え
て
、
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
申
請
書
に
記
載
す
る
事
項
又
は
提
出
す
る
教
科
書
が
既
に
提
出
し
た
申
請
書
に
記
載
し
た
も
の
又
は
提
出
し
た
教
科
書
と
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
申

請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
事
項
の
記
載
又
は
教
科
書
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
養
成
課
程
の
種
別

三
　
実
施
し
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
運
営
方
針

四
　
管
理
責
任
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
業
（
勤
務
先
、
役
職
名
及
び
申
請
者
と
の
契
約
関
係
を
含
む
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
　
設
備
の
状
況

六
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
実
施
の
期
間
及
び
場
所
（
随
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
随
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
講
形
態
の
概
要
）

ロ
　
授
業
科
目
及
び
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
同
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
同
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施
要
領
（
前
条
第
一
項
第
六

号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
講
師
等
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
並
び
に
担
当
す
る
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
随
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
随
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
担
当
す
る
授
業
科
目
）

ニ
　
養
成
を
受
け
る
者
の
資
格
条
件
及
び
養
成
人
員

ホ
　
使
用
す
る
教
科
書
の
名
称
及
び
そ
の
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ
　
試
験
問
題
の
作
成
方
針
及
び
管
理
方
法

ト
　
修
了
証
明
書
の
発
行
の
条
件

チ
　
修
了
試
験
の
方
法

リ
　
養
成
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
は
、
当
該
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
委
託
し
て
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲

ヌ
　
施
設
費
及
び
運
営
費
並
び
に
そ
の
支
弁
方
法

ル
　
受
講
料
の
額

七
　
実
施
す
る
者
が
行
う
業
務

八
　
実
施
す
る
者
、
そ
の
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
。

ロ
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
。

ハ
　
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
養
成
課
程
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
。

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
長
期
型
養
成
課
程
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
養
成
課
程
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
学
校
等
の
名
称
、
そ
の
所
在
地
、
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名

二
　
養
成
課
程
を
設
け
よ
う
と
す
る
学
校
等
の
学
部
及
び
学
科
の
名
称
並
び
に
そ
の
学
部
及
び
学
科
の
入
学
定
員

三
　
養
成
課
程
の
種
別

四
　
設
置
者
の
名
称
又
は
氏
名

五
　
学
校
等
の
設
立
の
目
的

六
　
学
校
等
の
設
立
及
び
部
科
設
置
の
年
月
日

七
　
入
学
資
格
及
び
修
業
年
限

八
　
養
成
課
程
を
設
け
よ
う
と
す
る
教
育
課
程
（
部
科
別
）
の
概
要
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九
　
管
理
責
任
者
の
氏
名
及
び
履
歴

十
　
別
表
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
講
師
（
常
勤
及
び
非
常
勤
の
別
）
の
氏
名
、
履
歴
及
び
担
当
時
間

十
一
　
養
成
課
程
の
実
施
に
必
要
な
設
備
の
状
況

十
二
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
授
業
科
目
及
び
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施
要
領
（
前
条
第
二
項
第
五
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
養
成
を
受
け
る
者
の
資
格
条
件
及
び
第
二
号
の
入
学
定
員
の
う
ち
養
成
課
程
の
受
講
見
込
者
数

ハ
　
修
了
証
明
書
等
の
発
行
の
条
件

十
三
　
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
。

ロ
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
。

ハ
　
第
二
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
養
成
課
程
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
。

十
四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
申
請
の
手
続
の
簡
略
）

第
二
十
二
条
の
二
　
同
一
の
者
が
実
施
す
る
二
以
上
の
養
成
課
程
（
申
請
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
養
成
課
程
の
実
施
の
期
間
が
満
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
養
成
課
程
の
主
た
る
実
施
の
場
所
が
い
ず
れ
も
同
一
総
合
通

信
局
の
管
轄
区
域
内
で
あ
る
も
の
に
関
す
る
前
条
第
一
項
の
申
請
は
、
そ
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り
、
申
請
を
行
う
養
成
課
程
の
種
別
ご
と
の
数
を
示
し
た
一
の
申
請
書
に
、
各
養
成
課
程
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
標
準
教
科
書
以
外
の
教
科
書
を
使
用
す
る
と
き
は
そ
の
使
用
す
る
教
科
書
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
教
科
書
の
提
出
方
法
）

第
二
十
二
条
の
三
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
総
合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
教
科
書
で
あ
っ
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
）

第
二
十
三
条
　
総
合
通
信
局
長
は
、
第
二
十
二
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
養
成
課
程
が
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
第

四
号
又
は
第
二
項
第
三
号
の
基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
、
情
状
を
酌
量
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
合
通
信
局
長
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
合
通
信
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
。

３
　
前
項
の
認
定
書
に
は
、
そ
の
認
定
が
第
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
他
の
授
業
時
間
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
授
業
時
間
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
の
維
持
）

第
二
十
四
条
　
前
条
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
施
設
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
養
成
課
程
を
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
承
認
等
）

第
二
十
五
条
　
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
（
使
用
す
る
教
科
書
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
後

使
用
す
る
教
科
書
を
含
む
。
）
を
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
総
合
通
信
局
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
型
養
成
課
程
以
外
の
養
成
課
程

イ
　
管
理
責
任
者

ロ
　
設
備
の
状
況

ハ
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
実
施
の
期
間

（２）
　
授
業
科
目
及
び
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
同
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
同
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施
要
領
（
第
二
十
一
条
第
一
項
第

六
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（３）
　
講
師
等
（
そ
の
担
当
別
を
含
み
、
第
三
項
第
一
号
ロ
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（４）
　
使
用
す
る
教
科
書
（
変
更
後
使
用
す
る
教
科
書
が
標
準
教
科
書
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

（５）
　
試
験
問
題
の
作
成
方
針
及
び
管
理
方
法

（６）
　
修
了
試
験
の
方
法

（７）
　
養
成
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
の
一
部
を
受
託
す
る
者
及
び
受
託
に
係
る
業
務
の
範
囲

（８）
　
施
設
費
及
び
運
営
費
並
び
に
そ
の
支
弁
方
法

（９）
　
受
講
料
の
額

ニ
　
実
施
す
る
者
が
行
う
業
務
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ホ
　
実
施
す
る
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
等
が
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無

二
　
長
期
型
養
成
課
程

イ
　
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
（
そ
の
担
当
別
を
含
み
、
第
三
項
第
二
号
ヘ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
設
備
の
状
況

ハ
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
授
業
科
目
及
び
授
業
科
目
別
授
業
時
間
（
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施
要
領
（
第
二
十
一
条
第
二
項
第
五
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

（２）
　
養
成
を
受
け
る
者
の
資
格
条
件

（３）
　
修
了
証
明
書
等
の
発
行
の
条
件

ニ
　
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無

２
　
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
教
科
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
期
型
養
成
課
程
以
外
の
養
成
課
程

イ
　
名
称
及
び
住
所

ロ
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

（１）
　
実
施
場
所
（
随
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
随
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
講
形
態
の
概
要
）

（２）
　
講
師
等
の
氏
名
並
び
に
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
（
同
一
の
者
の
場
合
に
限
る
。
）

（３）
　
養
成
人
員

（４）
　
使
用
す
る
教
科
書
の
名
称
及
び
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

（５）
　
修
了
証
明
書
の
発
行
の
条
件

ハ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

二
　
長
期
型
養
成
課
程

イ
　
学
校
等
の
名
称
、
そ
の
所
在
地
、
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
（
同
一
の
者
の
場
合
に
限
る
。
）

ロ
　
養
成
課
程
を
設
け
よ
う
と
す
る
学
校
等
の
学
部
及
び
学
科
の
名
称
並
び
に
そ
の
学
部
及
び
学
科
の
入
学
定
員

ハ
　
設
置
者
の
名
称
又
は
氏
名

ニ
　
入
学
資
格
及
び
修
業
年
限

ホ
　
養
成
課
程
を
設
け
よ
う
と
す
る
教
育
課
程
（
部
科
別
）
の
概
要

ヘ
　
講
師
の
氏
名
（
同
一
の
者
の
場
合
に
限
る
。
）

ト
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
入
学
定
員
の
う
ち
養
成
課
程
の
受
講
見
込
者
数

チ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
報
告
）

第
二
十
六
条
　
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
（
長
期
型
養
成
課
程
を
除
く
。
）
の
受
講
者
が
当
該
養
成
課
程
を
修
了
し
た
と
き
及
び
そ
の
養
成
課
程
が
終
了
し
た
と
き
（
長
期
型
養
成
課
程
に
あ
っ
て
は
、
受
講
者
が
当
該
養
成
課
程

に
係
る
教
育
課
程
を
修
了
し
た
と
き
）
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
合
通
信
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
養
成
課
程
（
長
期
型
養
成
課
程
を
除
く
。
）
の
受
講
者
が
当
該
養
成
課
程
を
修
了
し
た
と
き
。

イ
　
養
成
課
程
の
種
別

ロ
　
授
業
科
目
別
授
業
時
間

ハ
　
修
了
者
の
修
了
年
月
日
、
修
了
証
明
書
の
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

ニ
　
修
了
者
別
の
修
了
試
験
の
成
績

二
　
養
成
課
程
が
終
了
し
た
と
き
。

イ
　
養
成
課
程
の
種
別

ロ
　
実
施
の
期
間
（
長
期
型
養
成
課
程
の
場
合
を
除
く
。
）

ハ
　
授
業
科
目
別
授
業
時
間

ニ
　
講
師
等
の
氏
名
及
び
担
当
科
目
別
授
業
時
間
（
随
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
（
随
時
受
講
型
授
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
担
当
す
る
授
業
科
目
）

ホ
　
修
了
試
験
の
問
題
（
長
期
型
養
成
課
程
の
場
合
を
除
く
。
）
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ヘ
　
履
修
者
数

ト
　
修
了
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
長
期
型
養
成
課
程
の
場
合
に
限
る
。
）

チ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
書
類
の
保
存
）

第
二
十
七
条
　
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
（
長
期
型
養
成
課
程
を
除
く
。
）
が
終
了
し
た
日
か
ら
二
年
間
、
当
該
養
成
課
程
の
修
了
試
験
の
問
題
及
び
答
案
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
問
題
及
び
答
案
の
保
存
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
記
録
を
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
二
十
八
条
　
総
合
通
信
局
長
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
養
成
課
程
が
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
合
通
信
局
長
は
、
認
定
施
設
者
が
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
認
定
書
を
総
合
通
信
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
）

第
二
十
八
条
の
二
　
認
定
施
設
者
は
、
そ
の
養
成
課
程
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
及
び
廃
止
す
る
年
月
日
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
養
成
課
程
に
関
す
る
認
定
は
、
当
該
廃
止
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
現
に
認
定
し
て
い
る
養
成
課
程
の
公
表
）

第
二
十
八
条
の
三
　
総
合
通
信
局
長
は
、
現
に
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
て
い
る
養
成
課
程
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
養
成
課
程
の
種
別

二
　
認
定
施
設
者

三
　
実
施
の
期
間

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
資
料
の
提
出
等
）

第
二
十
九
条
　
総
合
通
信
局
長
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十
二
条
の
申
請
を
し
た
者
又
は
認
定
施
設
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
合
通
信
局
長
は
、
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
実
地
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
の
二
　
学
校
の
卒
業
者
に
対
す
る
免
許
の
要
件
等

（
免
許
の
要
件
等
）

第
三
十
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
及
び
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

学
校

免
許
の
対
象
資
格

無
線
通
信
に
関
す
る
科
目

科
目
名

科
目
の
内
容

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

一
　
無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

無
線
機
器
の
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

二
　
電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

三
　
電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

測
定
機
器
の
運
用

　

　

四
　
電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

電
波
法
令

　

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

一
　
無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

無
線
機
器
の
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

二
　
電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

三
　
電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

電
波
法
令

　

第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

一
　
無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

無
線
機
器
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

二
　
電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

三
　
電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

測
定
機
器
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

四
　
電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

電
波
法
令

短
期
大
学
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を

含
む
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

一
　
無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

無
線
機
器
の
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

二
　
電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

三
　
電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

測
定
機
器
の
運
用

　

　

四
　
電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

電
波
法
令

　

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

一
　
無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

無
線
機
器
の
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用
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二
　
電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

　

三
　
電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

電
波
法
令

　

第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

一
　
無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

無
線
機
器
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

二
　
電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

　

三
　
電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

測
定
機
器
の
運
用

　

四
　
電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

電
波
法
令

高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

通
信
工
学

一
　
無
線
機
器
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

二
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

三
　
測
定
機
器
の
運
用

通
信
技
術

電
波
法
令

第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

通
信
工
学

一
　
無
線
機
器
の
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

二
　
空
中
線
系
等
の
理
論
、
構
造
、
機
能
、
保
守
及
び
運
用

三
　
測
定
機
器
の
運
用

通
信
技
術

電
波
法
令

（
科
目
内
容
の
確
認
）

第
三
十
一
条
　
学
校
の
設
置
者
は
、
そ
の
学
校
の
教
育
課
程
に
開
設
し
て
い
る
科
目
が
前
条
の
資
格
ご
と
に
そ
の
資
格
の
免
許
を
受
け
る
た
め
に
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

総
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
の
名
称
、
学
部
又
は
学
科
の
名
称
、
前
条
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
必
要
な
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
、
当
該
科
目
の
開
設
の
期
間

そ
の
他
の
告
示
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
書
を
交
付
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
二
条
　
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
認
を
受
け
た
期
間
の
経
過
前
に
、
当
該
学
校
の
名
称
又
は
学
部
若
し
く
は
学
科
の
名
称
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
容
及
び
変
更
す
る
年
月
日
を
総
務
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
認
を
受
け
た
期
間
の
経
過
前
に
、
確
認
を
受
け
た
第
三
十
条
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
必
要
な
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
を
変
更
す

る
と
き
又
は
当
該
科
目
の
開
設
の
期
間
を
短
縮
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
又
は
短
縮
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
当
該
確
認
の
取
消
し
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
の
取
消
し
等
）

第
三
十
二
条
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
が
、
当
該
確
認
を
し
た
期
間
の
経
過
前
に
、
第
三
十
条
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
免
許
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
科
目
の
内
容
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
確
認
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
確
認
書
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
、
又
は
必
要
な
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
校
等
の
届
出
）

第
三
十
二
条
の
三
　
第
三
十
一
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
確
認
を
受
け
た
期
間
の
経
過
前
に
、
当
該
学
校
又
は
確
認
に
係
る
学
部
若
し
く
は
学
科
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
及
び
廃
止
す
る
年
月
日
を

総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
廃
止
に
係
る
学
校
又
は
学
部
若
し
く
は
学
科
に
関
す
る
科
目
の
確
認
は
、
当
該
廃
止
の
日
に
、
将
来
に
向
か
っ
て
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
確
認
し
た
科
目
内
容
の
公
表
）

第
三
十
二
条
の
四
　
総
務
大
臣
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
し
た
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
、
学
校
の
名
称
、
学
部
又
は
学
科
の
名
称
、
免
許
の
対
象
資
格
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
）

第
三
十
二
条
の
五
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
者
又
は
同
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
確
認
を
し
た
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
又
は
同
条
第
二
項
の
申
請
に
係
る
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
が
、
第
三
十
条
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
資
格
の
免
許
を
受
け

る
た
め
に
必
要
な
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
内
容
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
実
地
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
資
格
、
業
務
経
歴
等
に
よ
る
免
許
の
要
件
等

（
資
格
、
業
務
経
歴
等
に
よ
る
免
許
の
要
件
等
）

第
三
十
三
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
と
し
、
同
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
及
び
業
務
経
歴
そ
の
他
の
要
件
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
格
及
び
業
務
経
歴

並
び
に
総
務
大
臣
が
次
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
し
た
講
習
課
程
（
以
下
「
認
定
講
習
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
こ
と
と
す
る
。
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第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

現
に
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

現
に
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

現
に
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

現
に
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

現
に
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

現
に
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
又
は
第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
操
作
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
（
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
の
操
作
に
七
年
以
上
従
事
し

た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

現
に
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
（
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
の
操
作
に
七
年
以
上
従
事
し
た
経
歴
を
有
す
る
こ
と
。

注
　
船
舶
局
に
お
け
る
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
操
作
に
従
事
し
た
経
歴
に
つ
い
て
は
、
漁
船
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
の
船
舶
又
は
同
項
第
二
号
の
船
舶

を
い
う
。
）
に
開
設
す
る
船
舶
局
に
よ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
漁
船
が
遠
洋
区
域
（
Ａ
三
海
域
以
上
）
を
航
行
区
域
と
す
る
場
合
に
限
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
定
の
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
業
務
経
歴
を
有
す
る
者
に
法
第
四
十
条
第
一
項
の
資
格
の
無
線
従
事
者
の
免
許
を
与
え
る
た
め
の
要
件
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
三
十
四
条
　
前
条
第
一
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
（
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
及
び
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
場
合
を
除
く
。
）
。

二
　
総
務
大
臣
が
認
定
講
習
課
程
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
認
め
る
も
の
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
認
定
講
習
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
が
不
公
正
に
な
る
お
そ

れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
総
務
大
臣
が
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
運
営
を
厳
正
に
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
認
め
る
管
理
責
任
者
（
認
定
講
習
課
程
の
運
営
を
直
接
管
理
す
る
責
任
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五
　
申
請
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
等
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ
　
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
認
定
講
習
課
程
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

六
　
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
認
定
講
習
課
程
の
種
別
（
前
条
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
で
そ
の
認
定
講
習
の
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
、
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る
講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
要
件
を
満
た
す

者
に
つ
い
て
は
、
告
示
す
る
講
習
時
間
）
を
設
け
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
講
習
形
態
は
、
講
習
科
目
別
に
同
時
受
講
型
講
習
（
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
随
時
受
講
型
講
習
（
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
集
合
形
式
で
講
師
が
対
面
に
よ
り
行
う
講
習

ロ
　
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
、
複
数
の
教
室
等
に
対
し
て
同
時
に
行
う
講
習

ハ
　
講
習
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
講
習
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
に
対
し
て
同
時
に
行
う
講
習

ニ
　
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
講
習
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
時
受
講
型
講
習
に
相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
も
の

ホ
　
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
使
用
し
て
行
う
講
習
で
あ
っ
て
、
同
時
受
講
型
講
習
に
相
当
す
る
教
育
効
果
を
有
す
る
も
の

九
　
認
定
講
習
課
程
の
種
別
及
び
講
習
科
目
に
応
じ
、
講
習
を
行
う
の
に
十
分
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
で
、
別
表
第
十
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
も
の
が
講
師
等
と
し
て
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
　
同
時
受
講
型
講
習
の
講
師
は
、
一
の
会
場
に
つ
き
一
人
以
上
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
講
習
科
目
の
講
習
に
お
い
て
は
、
教
材
等
（
当
該
科
目
の
講
習
に
適
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
教
科
書
そ
の
他
の
教
材
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
講
習
内
容
の
進
捗
状
況
を
管
理

す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
認
定
講
習
課
程
の
終
了
の
際
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
試
験
を
実
施
し
て
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
り
、
当
該
認
定
講
習
課
程
の
修
了
証
明
書
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三
　
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
は
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
責
任
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

十
四
　
第
八
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
の
期
間
、
講
師
等
の
担
当
す
る
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
随
時
受
講
型
講
習
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
講
師
等
の
担
当
す
る
講
習
科
目
）
、
施
設
費
及
び
運
営
費
の
支
弁
方

法
等
に
関
す
る
適
切
な
実
施
計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
認
定
の
申
請
）

第
三
十
五
条
　
認
定
講
習
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
定
講
習
課
程
の
種
別
及
び
そ
の
課
程
の
一
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
使
用
す
る
教
材
等
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
申
請
書
に
記
載
す
る
事
項
又
は
提
出
す
る
教
材
等
が
既
に
提
出
し
た
申
請
書
に
記
載
し
た
も
の
又
は
提
出
し
た
教
材
等
と
同
一
で
あ
る
場
合
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
事
項
の
記

載
又
は
教
材
等
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
認
定
講
習
課
程
の
種
別

二
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
実
施
し
よ
う
と
す
る
理
由

四
　
管
理
責
任
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
業
（
勤
務
先
、
役
職
名
及
び
申
請
者
と
の
契
約
関
係
を
含
む
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
　
設
備
の
状
況

六
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
実
施
の
期
間
及
び
場
所
（
随
時
受
講
型
講
習
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
講
形
態
の
概
要
）

ロ
　
講
習
科
目
及
び
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
同
時
受
講
型
講
習
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施
要
領
（
前
条
第
七
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
講
師
等
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
並
び
に
担
当
す
る
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
随
時
受
講
型
講
習
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
担
当
す
る
講
習
科
目
）

ニ
　
講
習
人
員

ホ
　
使
用
す
る
教
材
等
の
名
称
及
び
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

ヘ
　
試
験
問
題
の
作
成
方
針
及
び
管
理
方
法

ト
　
修
了
証
明
書
の
発
行
の
条
件

チ
　
修
了
試
験
の
方
法

リ
　
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
の
一
部
を
他
の
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
は
、
当
該
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
委
託
し
て
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
（
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
及
び
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
場
合
に

限
る
。
）

ヌ
　
施
設
費
及
び
運
営
費
並
び
に
そ
の
支
弁
方
法

ル
　
受
講
料
の
額

七
　
実
施
す
る
者
が
行
う
業
務

八
　
実
施
す
る
者
、
そ
の
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無
及
び
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ
　
法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
。

ロ
　
法
若
し
く
は
法
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
、
法
第
七
十
六
条
第
一
項
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
。

ハ
　
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
又
は
当
該
処
分
を
受
け
た
認
定
講
習
課
程
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
。

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
申
請
の
手
続
の
簡
略
）

第
三
十
五
条
の
二
　
同
一
の
者
が
実
施
す
る
二
以
上
の
認
定
講
習
課
程
（
申
請
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
認
定
講
習
課
程
の
実
施
の
期
間
が
満
了
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
主
た
る
実
施
の
場
所
が
い
ず
れ

も
同
一
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
内
で
あ
る
も
の
に
関
す
る
前
条
の
申
請
は
、
そ
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り
、
申
請
を
行
う
認
定
講
習
課
程
の
種
別
ご
と
の
数
を
示
し
た
一
の
申
請
書
に
、
各
認
定
講
習
課
程
に
係
る
同
条

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
及
び
使
用
す
る
教
材
等
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
教
材
等
の
提
出
方
法
）

第
三
十
五
条
の
三
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
教
材
等
で
あ
っ
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
）

第
三
十
六
条
　
総
務
大
臣
は
、
第
三
十
五
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
認
定
講
習
課
程
が
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
五
号
の

基
準
に
適
合
し
な
い
場
合
に
、
情
状
を
酌
量
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
。

３
　
前
項
の
認
定
書
に
は
、
そ
の
認
定
が
第
三
十
四
条
第
七
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
講
習
時
間
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
講
習
時
間
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
の
維
持
等
）

第
三
十
七
条
　
前
条
の
認
定
を
受
け
た
講
習
課
程
を
実
施
す
る
者
（
以
下
「
認
定
講
習
課
程
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
を
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
承
認
等
）

第
三
十
八
条
　
認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
（
使
用
す
る
教
材
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
変
更
後
使
用
す
る
教
材
等
を
含
む
。
）
を
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
管
理
責
任
者

二
　
設
備
の
状
況

19



三
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
実
施
の
期
間

ロ
　
講
習
科
目
及
び
講
習
科
目
別
講
習
時
間
（
同
時
受
講
型
講
習
に
あ
っ
て
は
、
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
実
施
要
領
（
第
三
十
四
条
第
七
号
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
実
施
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
講
師
等
（
そ
の
担
当
別
を
含
み
、
第
三
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ
　
使
用
す
る
教
材
等
（
変
更
後
使
用
す
る
教
材
等
が
既
に
総
務
大
臣
が
認
め
た
教
材
等
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

ホ
　
試
験
問
題
の
作
成
方
針
及
び
管
理
方
法

ヘ
　
修
了
試
験
の
方
法

ト
　
認
定
講
習
課
程
の
実
施
に
係
る
業
務
の
一
部
を
受
託
す
る
者
及
び
受
託
に
係
る
業
務
の
範
囲
（
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
及
び
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
場
合
に
限
る
。
）

チ
　
施
設
費
及
び
運
営
費
並
び
に
そ
の
支
弁
方
法

リ
　
受
講
料
の
額

四
　
実
施
す
る
者
が
行
う
業
務

五
　
実
施
す
る
者
、
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
等
が
第
三
十
五
条
第
八
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
の
有
無

２
　
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
教
材
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
実
施
場
所
（
随
時
受
講
型
講
習
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
講
形
態
の
概
要
）

ロ
　
講
師
等
の
氏
名
並
び
に
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
（
同
一
の
者
の
場
合
に
限
る
。
）

ハ
　
講
習
人
員

ニ
　
使
用
す
る
教
材
等
の
名
称
及
び
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

ホ
　
修
了
証
明
書
の
発
行
の
条
件

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
報
告
）

第
三
十
九
条
　
認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
の
受
講
者
が
当
該
認
定
講
習
課
程
を
修
了
し
た
と
き
及
び
そ
の
認
定
講
習
課
程
が
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
講
習
課
程
の
受
講
者
が
当
該
認
定
講
習
課
程
を
修
了
し
た
と
き
。

イ
　
認
定
講
習
課
程
の
種
別

ロ
　
講
習
科
目
別
講
習
時
間

ハ
　
修
了
者
の
修
了
年
月
日
、
修
了
証
明
書
の
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

ニ
　
修
了
者
別
の
修
了
試
験
の
成
績

二
　
認
定
講
習
課
程
が
終
了
し
た
と
き
。

イ
　
認
定
講
習
課
程
の
種
別

ロ
　
実
施
の
期
間

ハ
　
講
習
科
目
別
講
習
時
間

ニ
　
講
師
等
の
氏
名
及
び
担
当
科
目
別
講
習
時
間
（
随
時
受
講
型
講
習
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
担
当
す
る
講
習
科
目
）

ホ
　
修
了
試
験
の
問
題

ヘ
　
履
修
者
数

ト
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
書
類
の
保
存
）

第
四
十
条
　
認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
が
終
了
し
た
日
か
ら
二
年
間
、
当
該
認
定
講
習
課
程
の
修
了
試
験
の
問
題
及
び
答
案
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
問
題
及
び
答
案
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
四
十
一
条
　
総
務
大
臣
は
、
認
定
講
習
課
程
が
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
認
定
講
習
課
程
実
施
者
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
認
定
書
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
）

第
四
十
二
条
　
認
定
講
習
課
程
実
施
者
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
及
び
廃
止
す
る
年
月
日
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
講
習
課
程
に
関
す
る
認
定
は
、
当
該
廃
止
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
認
定
し
た
認
定
講
習
課
程
の
公
表
）

第
四
十
二
条
の
二
　
総
務
大
臣
は
、
現
に
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
て
い
る
認
定
講
習
課
程
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
講
習
課
程
の
種
別

二
　
認
定
講
習
課
程
実
施
者

三
　
実
施
の
期
間

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
資
料
の
提
出
等
）

第
四
十
三
条
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
関
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
十
五
条
の
申
請
を
し
た
者
又
は
認
定
講
習
課
程
実
施
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
実
地
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
四
条
　
削
除

第
五
章
　
免
許

（
免
許
を
与
え
な
い
者
）

第
四
十
五
条
　
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
与
え
な
い
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
（
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
も
の
を
除
く
。
）

二
　
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
機
能
若
し
く
は
言
語
機
能
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
無
線
従
事
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

２
　
前
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
資
格
の
無
線
従
事
者
が
行
う
無
線
設
備
の
操
作
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
（
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
無
線
従
事
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
を
除
く
。
）
が
次
に
掲
げ
る
資
格
の
免
許

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一
　
第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

二
　
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

三
　
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

四
　
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

五
　
第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

（
免
許
の
申
請
）

第
四
十
六
条
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
一
号
様
式
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
無
線
従
事
者
の
免
許
を
受
け
て
い
た
者

が
、
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
後
に
再
免
許
の
申
請
を
行
う
と
き
は
、
第
一
号
（
そ
の
後
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
を
除
く
。
）
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

一
　
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類

二
　
医
師
の
診
断
書
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
し
な
い
者
を
除
く
。
）
が
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
総
務
大

臣
又
は
総
合
通
信
局
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
に
限
る
。
）

三
　
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
三
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
申
請
に
係
る
資
格
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
と
す
る
。
第
五
十
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
一
枚

四
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
養
成
課
程
の
修
了
証
明
書
等
（
同
号
に
該
当
す
る
者
が
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
科
目
履
修
証
明
書
、
履
修
内
容
証
明
書
及
び
卒
業
証
明
書
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
修
了
証
明
書
）
（
い
ず
れ

の
証
明
書
も
同
号
に
該
当
す
る
者
が
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
履
修
内
容
証
明
書
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
て
い
な
い
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前

期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
が
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

六
　
別
表
第
五
号
様
式
の
業
務
経
歴
証
明
書
及
び
第
三
十
三
条
の
講
習
課
程
の
修
了
証
明
書
（
い
ず
れ
の
証
明
書
も
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
が
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
し
、
講
習
課
程

の
修
了
証
明
書
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
習
課
程
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

七
　
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
資
格
、
免
許
証
の
番
号
及
び
取
消
し
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
（
無
線
従
事
者
の
免
許
を
受
け
て
い
た
者
が
、
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
後
に
再
免
許
の
申
請
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

２
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
の
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。

一
　
総
務
大
臣
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す

る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
七
条
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
除
く
。
）
の
提
供
を
受
け
る
と
き
。

二
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
他
の
無
線
従
事
者
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
当
該
無
線
従
事
者
免
許
証
の
番
号
を
前
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
と
き
。

三
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
当
該
電
気
通
信
主
任
技
術
者
資
格
者
証
の
番
号
を
前
項
の
申
請
書
に
記
載

す
る
と
き
。

四
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
電
気
通
信
事
業
法
第
七
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
お
り
、
当
該
工
事
担
任
者
資
格
者
証
の
番
号

を
前
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
と
き
。
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（
免
許
証
の
交
付
）

第
四
十
七
条
　
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
別
表
第
十
三
号
様
式
の
免
許
証
を
交
付
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
無
線
設
備
の
操
作
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
向
上
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条
　
削
除

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第
五
十
条
　
無
線
従
事
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
又
は
免
許
証
を
汚
し
、
破
り
、
若
し
く
は
失
っ
た
た
め
に
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
十
一
号
様
式
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
免
許
証
（
免
許
証
を
失
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

二
　
写
真
一
枚

三
　
氏
名
の
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
に
限
る
。
）

（
免
許
証
の
返
納
）

第
五
十
一
条
　
無
線
従
事
者
は
、
免
許
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
免
許
証
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
た

後
失
っ
た
免
許
証
を
発
見
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２
　
無
線
従
事
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
そ
う
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
よ
る
死
亡
又
は
失
そ
う
宣
告
の
届
出
義
務
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
免
許
証
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通

信
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
線
従
事
者
原
簿
）

第
五
十
二
条
　
法
第
四
十
三
条
の
無
線
従
事
者
原
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
無
線
従
事
者
の
資
格
別

二
　
免
許
の
年
月
日
及
び
免
許
証
の
番
号

三
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

四
　
免
許
証
を
訂
正
さ
れ
、
又
は
再
交
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
年
月
日

五
　
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
停
止
さ
れ
た
者
又
は
法
第
九
章
の
罪
を
犯
し
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
理
由
及
び
年
月
日

六
　
そ
の
他
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
六
章
　
証
明

第
一
節
　
証
明
の
手
続

（
証
明
の
申
請
）

第
五
十
三
条
　
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
六
号
様
式
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
は
、
同
号
の
訓
練
の
課
程

を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
交
付
）

第
五
十
四
条
　
総
務
大
臣
は
、
証
明
を
行
っ
た
と
き
は
、
別
表
第
十
七
号
様
式
の
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
（
以
下
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。

第
五
十
五
条
　
削
除

（
証
明
書
の
訂
正
）

第
五
十
六
条
　
証
明
を
受
け
た
者
は
、
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
別
表
第
十
九
号
様
式
の
申
請
書
に
証
明
書
及
び
氏
名
の
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
、
証
明
書
の
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
証
明
書
の
再
交
付
）

第
五
十
七
条
　
証
明
を
受
け
た
者
は
、
証
明
書
を
汚
し
、
破
り
、
失
い
、
又
は
証
明
書
の
経
歴
の
記
載
欄
の
余
白
が
無
く
な
っ
た
た
め
に
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
二
十
号
様
式
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
証
明
書
（
証
明
書
を
失
っ
た
場
合
を
除
く
。
）

二
　
氏
名
の
変
更
の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
前
条
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三
　
証
明
の
効
力
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
（
証
明
書
を
失
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

（
証
明
書
の
返
納
）

第
五
十
八
条
　
証
明
を
受
け
た
者
は
、
証
明
が
失
効
し
た
と
き
又
は
証
明
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
失
効
し
た
日
又
は
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
証
明
書
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
失
っ
た
証
明
書
を
発
見
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２
　
証
明
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
又
は
失
そ
う
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
戸
籍
法
に
よ
る
死
亡
又
は
失
そ
う
宣
告
の
届
出
義
務
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
証
明
書
を
総
務
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
再
訓
練
の
申
請
）

第
五
十
九
条
　
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
が
行
う
訓
練
（
以
下
「
再
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
十
一
号
様
式
の
申
請
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
訓
練
の
実
施
）

第
六
十
条
　
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
訓
練
（
以
下
「
新
規
訓
練
」
と
い
う
。
）
及
び
再
訓
練
の
科
目
、
時
数
、
実
施
時
期
及
び
場
所
は
、
別
表
第
二
十
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
新
規
訓
練
の
実
施
期
日
そ
の
他
そ
の
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は
、
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
。

３
　
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
第
五
十
三
条
の
申
請
又
は
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
者
（
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
新
規
訓
練
又
は
再
訓
練
の
実
施
日
時
、
場
所
そ
の

他
そ
の
訓
練
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
。

第
二
節
　
訓
練
の
課
程
の
認
定

（
認
定
の
基
準
）

第
六
十
一
条
　
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
（
以
下
「
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
（
以
下
「
認
定
再
訓
練
の
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
訓
練
の
課
程
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
訓
練
の
課
程
を
確
実
に
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
認
め
る
も
の
が
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
管
理
責
任
者
（
訓
練
の
課
程
の
運
営
を
直
接
管
理
す
る
責
任
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
総
合
通
信
局
長
が
そ
の
訓
練
の
課
程
の
運
営
を
厳
正
に
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
認
め
る
も
の
を
置
く
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
そ
の
訓
練
の
課
程
の
実
施
に
必
要
な
設
備
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
訓
練
の
種
別
に
応
じ
、
別
表
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
科
目
及
び
時
数
（
訓
練
を
受
け
る
者
の
能
力
に
か
ん
が
み
、
総
合
通
信
局
長
が
特
に
他
の
時
数
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
時
数
）
を
設
け
る
ほ
か
、
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
訓
練
要
領
に
準
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
証
明
を
受
け
た
者
（
総
合
通
信
局
長
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
経
歴
等
か
ら
み
て
総
合
通
信
局
長
が
適
当
と

認
め
る
も
の
が
講
師
と
し
て
訓
練
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
訓
練
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
そ
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
り
、
そ
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
発
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
号
の
認
定
に
係
る
訓
練
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
そ
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
り
、
そ
の
証
明
書
に
そ
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
の
期
間
、
講
師
の
担
当
す
る
科
目
別
時
数
、
施
設
費
及
び
運
営
費
の
支
弁
方
法
等
に
関
す
る
適
切
な
実
施
計
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
認
定
の
申
請
）

第
六
十
二
条
　
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
訓
練
の
課
程
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
実
施
し
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
運
営
方
針

三
　
管
理
責
任
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
職
業
（
勤
務
先
及
び
役
職
名
を
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
設
備
の
状
況

五
　
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
実
施
の
期
間
及
び
場
所

ロ
　
訓
練
の
科
目
及
び
科
目
別
時
数
（
時
間
割
を
含
む
。
）
並
び
に
訓
練
要
領
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
訓
練
要
領
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
講
師
の
氏
名
、
職
業
、
経
歴
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
、
証
明
書
の
番
号
並
び
に
担
当
す
る
科
目
別
時
数

ニ
　
訓
練
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
た
め
の
条
件

六
　
施
設
費
及
び
運
営
費
並
び
に
そ
の
支
弁
方
法

七
　
実
施
す
る
者
が
行
う
業
務

八
　
実
施
す
る
者
、
そ
の
代
表
者
、
管
理
責
任
者
又
は
講
師
が
法
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
法
第
七
十
六
条
（
法
第
七
十
条
の
七
第
四
項
、
第
七
十
条
の
八
第
三
項
及
び
第
七
十
条
の

九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
又
は
罪
を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無
（
そ
れ
ら
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
事
由
を
含
む
。
）

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
認
定
）

第
六
十
三
条
　
総
合
通
信
局
長
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
訓
練
の
課
程
が
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
総
合
通
信
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
。

（
基
準
の
維
持
）

第
六
十
四
条
　
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
訓
練
の
課
程
を
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
承
認
等
）

第
六
十
五
条
　
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
訓
練
の
課
程
の
管
理
責
任
者
、
実
施
の
期
間
又
は
講
師
（
そ
の
担
当
別
を
含
む
。
）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
、
あ
ら
か
じ
め
総
合
通
信
局
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
六
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内

容
及
び
変
更
の
年
月
日
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
報
告
）

第
六
十
六
条
　
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
訓
練
の
課
程
が
終
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
総
合
通
信
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
当
該
訓
練
の
課
程
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
実
施
の
期
間
及
び
場
所

二
　
訓
練
の
科
目
別
時
数

三
　
講
師
の
氏
名
及
び
担
当
科
目
別
時
数

四
　
修
了
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
証
明
書
の
番
号

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
六
十
七
条
　
総
合
通
信
局
長
は
、
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
し
た
訓
練
の
課
程
が
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
認
定
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
。

２
　
総
合
通
信
局
長
は
、
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
た
者
が
第
六
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
取
消
し
に
係
る
認
定
書
を
総
合
通
信
局
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
）

第
六
十
八
条
　
認
定
新
規
訓
練
の
認
定
又
は
認
定
再
訓
練
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
訓
練
の
課
程
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
及
び
廃
止
す
る
年
月
日
を
総
合
通
信
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
訓
練
の
課
程
に
関
す
る
認
定
は
、
当
該
廃
止
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
資
料
の
提
出
等
）

第
六
十
九
条
　
総
合
通
信
局
長
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
六
十
二
条
の
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
総
合
通
信
局
長
は
、
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
実
地
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
章
　
主
任
講
習

（
主
任
講
習
の
区
分
）

第
七
十
条
　
法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
講
習
（
以
下
「
主
任
講
習
」
と
い
う
。
）
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
海
上
主
任
講
習
　
海
岸
局
、
船
舶
局
、
海
岸
地
球
局
、
船
舶
地
球
局
そ
の
他
船
舶
の
航
行
の
安
全
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
通
信
を
行
う
無
線
局
に
選
任
さ
れ
る
主
任
無
線
従
事
者
を
対
象
と
す
る
主
任
講
習

二
　
航
空
主
任
講
習
　
航
空
局
、
航
空
機
局
、
航
空
地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
そ
の
他
航
空
機
の
航
行
の
安
全
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
通
信
を
行
う
無
線
局
に
選
任
さ
れ
る
主
任
無
線
従
事
者
を
対
象
と
す
る
主
任
講
習

三
　
陸
上
主
任
講
習
　
前
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
に
選
任
さ
れ
る
主
任
無
線
従
事
者
を
対
象
と
す
る
主
任
講
習

（
主
任
講
習
の
科
目
等
）

第
七
十
一
条
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
主
任
講
習
の
科
目
及
び
時
間
数
は
、
別
表
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２
　
主
任
講
習
は
、
同
時
受
講
型
講
習
又
は
随
時
受
講
型
講
習
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
七
十
二
条
　
主
任
講
習
の
日
時
及
び
場
所
（
随
時
受
講
型
講
習
に
あ
っ
て
は
、
主
任
講
習
の
期
間
）
そ
の
他
主
任
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
大
臣
又
は
指
定
講
習
機
関
が
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
。

２
　
指
定
講
習
機
関
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
き
は
、
法
第
三
十
九
条
の
五
に
規
定
す
る
業
務
規
程
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
任
講
習
の
申
請
）

第
七
十
三
条
　
法
第
三
十
九
条
第
七
項
（
法
第
七
十
条
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
主
任
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
十
五
号
様
式
の
主
任
無
線
従
事
者
講
習
受
講
申
請
書
を
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
講
習
機
関
が
行
う
主
任
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
講
習
機
関
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
当
該
指
定
講
習
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
任
講
習
の
通
知
）

第
七
十
四
条
　
総
務
大
臣
又
は
指
定
講
習
機
関
は
、
前
条
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
者
に
主
任
講
習
の
日
時
及
び
場
所
（
随
時
受
講
型
講
習
に
あ
っ
て
は
、
主
任
講
習
の
期
間
）
を
通
知
す
る
。

（
修
了
証
）

第
七
十
五
条
　
総
務
大
臣
又
は
指
定
講
習
機
関
は
、
主
任
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
主
任
無
線
従
事
者
講
習
修
了
証
を
交
付
す
る
。

第
八
章
　
指
定
講
習
機
関

（
指
定
の
申
請
）

第
七
十
六
条
　
法
第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
行
お
う
と
す
る
主
任
講
習
の
区
分

二
　
名
称
及
び
住
所

三
　
主
任
講
習
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
主
任
講
習
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書
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二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
主
任
講
習
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
の
主
任
講
習
用
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

九
　
主
任
講
習
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
　
主
任
講
習
の
講
師
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
講
習
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
七
条
　
指
定
講
習
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
名
称
又
は
住
所
若
し
く
は
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
七
十
八
条
　
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
主
任
講
習
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
主
任
講
習
の
業
務
を
行
う
事
務
所
及
び
実
施
場
所
に
関
す
る
事
項

三
　
主
任
講
習
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
主
任
講
習
の
講
師
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

六
　
講
習
修
了
証
又
は
講
習
修
了
証
の
発
行
に
関
す
る
事
項

七
　
主
任
講
習
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
主
任
講
習
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
九
条
　
指
定
講
習
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
業
務
規
程
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
講
習
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
）

第
八
十
条
　
法
第
三
十
九
条
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
主
任
講
習
の
区
分

二
　
主
任
講
習
の
実
施
年
月
日

三
　
実
施
場
所

四
　
受
講
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
並
び
に
現
に
有
す
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号

五
　
講
習
修
了
証
の
番
号
及
び
修
了
の
年
月
日

２
　
法
第
三
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
主
任
講
習
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
任
講
習
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
八
十
一
条
　
指
定
講
習
機
関
は
、
主
任
講
習
を
実
施
し
た
と
き
は
、
主
任
講
習
の
区
分
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
実
施
場
所

三
　
受
講
申
請
者
数

四
　
受
講
者
数

五
　
修
了
者
数

六
　
修
了
の
年
月
日

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
受
講
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
並
び
に
現
に
有
す
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
証
の
番
号
の
一
覧
表
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
講
習
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
八
十
二
条
　
指
定
講
習
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
主
任
講
習
の
業
務
の
範
囲

二
　
休
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
講
習
の
引
継
ぎ
）

第
八
十
三
条
　
指
定
講
習
機
関
は
、
法
第
三
十
九
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
主
任
講
習
の
業
務
を
総
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
主
任
講
習
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
総
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
引
き
継
ぐ
こ
と
。

（
公
示
）

第
八
十
四
条
　
法
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
三
項
並
び
に
法
第
三
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

第
九
章
　
指
定
試
験
機
関

（
指
定
の
区
分
）

第
八
十
五
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
（
以
下
「
試
験
事
務
の
区
分
」
と
い
う
。
）
は
、
無
線
従
事
者
の
資
格
の
別
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
八
十
六
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
行
お
う
と
す
る
試
験
事
務
の
区
分

二
　
名
称
及
び
住
所

三
　
試
験
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
試
験
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
試
験
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
の
試
験
用
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

九
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
　
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
試
験
員
（
以
下
「
試
験
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
試
験
員
の
要
件
）

第
八
十
七
条
　
法
第
四
十
七
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ

と
。

イ
　
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
無
線
通
信
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に
あ
る
者

ロ
　
現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ
　
総
務
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者

二
　
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
者
で
あ

る
こ
と
。

イ
　
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
無
線
通
信
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に
あ
る
者

ロ
　
現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ
　
現
に
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
七
年
以
上
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ニ
　
総
務
大
臣
が
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者
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三
　
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
、
航
空
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
、
レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特

殊
無
線
技
士
、
航
空
特
殊
無
線
技
士
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
、
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア

無
線
技
士
、
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
又
は
第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
、
無
線
通
信
に
関
す
る
学
科
を
担
当
す
る
教
授
又
は
准
教
授
の
職
に
あ
る
者

ロ
　
現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ
　
現
に
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
当
該
資
格
に
よ
り
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
て
い
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ニ
　
総
務
大
臣
が
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
認
め
る
者

２
　
試
験
事
務
の
う
ち
、
電
気
通
信
術
の
試
験
に
係
る
技
能
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
技
能

を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

二
　
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る

も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

三
　
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者

で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

四
　
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
と
し
て
必
要
な
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す

る
も
の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

五
　
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
航
空
無
線
通
信
士
、
航
空
特
殊
無
線
技
士
又
は
国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
と
し
て
必
要
な
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第

一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務

大
臣
が
認
め
る
者

３
　
試
験
事
務
の
う
ち
、
英
語
の
試
験
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

二
　
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
航
空
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る

も
の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

三
　
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格

を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を

有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

四
　
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
一
号
ロ

に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

五
　
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を

有
す
る
者
で
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
八
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
経
歴

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
に
当
該
選
任
に
係
る
者
の
就
任
承
諾
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
八
十
九
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
経
歴
並
び
に
そ
の
者
が
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
選
任
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
届
出
書
に
、
当
該
選
任
に
係
る
者
が
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
試
験
員
の
要
件
を
備
え
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
九
十
条
　
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
及
び
試
験
地
に
関
す
る
事
項
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三
　
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
試
験
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

六
　
試
験
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
試
験
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
九
十
一
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
四
前
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
四
十
七
条
の
四
後
段
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
）

第
九
十
二
条
　
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
試
験
事
務
の
区
分

二
　
試
験
年
月
日

三
　
試
験
地

四
　
受
験
者
の
受
験
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

五
　
合
否
の
別

六
　
合
格
年
月
日

２
　
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
七
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
作
成
し
て
備
え
付
け
、
記
載
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
試
験
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
九
十
三
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
当
該
試
験
事
務
の
区
分
ご
と
に
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
試
験
年
月
日

二
　
試
験
地

三
　
試
験
申
請
者
数

四
　
受
験
者
数

五
　
合
格
者
数

六
　
合
格
年
月
日

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
合
格
者
の
受
験
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
合
格
者
一
覧
表

二
　
合
格
者
の
写
真

（
受
験
停
止
等
の
処
分
の
報
告
）

第
九
十
四
条
　
指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
職
権
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
不
正
行
為
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二
　
不
正
行
為
の
あ
っ
た
国
家
試
験
の
区
別
、
試
験
年
月
日
及
び
試
験
地

三
　
不
正
行
為
の
事
実

四
　
処
分
の
内
容
及
び
年
月
日

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
公
示
）

第
九
十
五
条
　
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
三
十
九
条
の
十
第
二
項
、
法
第
三
十
九
条
の
十
一
第
三
項
並
び
に
法
第
三
十
九
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、

官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
準
用
）

第
九
十
六
条
　
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
二
条
及
び
第
八
十
三
条
の
規
定
は
、
指
定
試
験
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
十
七
条
中
「
法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
後
段
」
と
、
第
八
十
二
条
中
「
法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
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条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
の
十
第
一
項
」
と
、
「
主
任
講
習
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
」
と
、
第
八
十
三
条
中
「
法
第
三
十
九
条
の
十
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
三
十
九
条
の
十
二
第
三
項
」
と
、
「
主
任
講
習
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
」
と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
七
号
。
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
約
附
属
電
気
通
信
規
則
（
電
気
通
信
業
務
を
取
り

扱
う
際
の
基
本
的
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
約
附
属
電
信
規
則
及
び
同
条
約
附
属
電
話
規
則
（
電
気
通
信
業
務
を
取
り
扱
う
際
の
基
本
的
規
定
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
、
第
三
号

及
び
第
九
号
中
「
同
条
約
附
属
電
気
通
信
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
約
附
属
電
信
規
則
（
電
気
通
信
業
務
を
取
り
扱
う
際
の
基
本
的
規
定
に
限
る
。
）
、
同
条
約
附
属
電
話
規
則
（
電
気
通
信
業
務
を
取
り
扱
う
際
の
基
本
的
規
定
に

限
る
。
）
」
と
す
る
。

（
科
目
合
格
者
等
に
対
す
る
免
除
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
る
無
線
従
事
者
の
資
格
（
以
下
「
旧
資
格
」

と
い
う
。
）
の
国
家
試
験
の
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
新
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
旧
規
則
に
よ
り
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
国
家
試
験
の
予
備

試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
備
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
し
た
当
該
免
除
に
係
る
予
備
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
十
年
以

内
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
新
規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
旧
規
則
に
よ
り
電
気
通
信
術

の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
国
家
試
験
の
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

合
格
点
を
得
た
当
該
免
除
に
係
る
電
気
通
信
術
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
試
験
科
目
（
電
気
通
信
術
、
国
内
法
規
、
国
際
法
規
、
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
、
無
線
機
器
並
び
に
無
線
設
備
管
理
を
除
く
。
）
の
試

験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
新
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
旧
規
則
に
よ
り
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
国
家
試
験
の
当
該
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得
た
当
該
免
除
に
係
る
試
験
科
目
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に

実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
試
験
科
目
（
電
気
通
信
術
、
国
内
法
規
、
国
際
法
規
、
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
、
無
線
機
器
並
び
に
無
線
設
備
管
理
を
除
く
。
）
の
試

験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
国
家
試
験
の
当
該
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験

の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
旧
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
郵
政
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
四
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
及
び
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
に
つ
い
て
、

新
規
則
の
規
定
に
よ
る
国
家
試
験
の
ほ
か
、
無
線
工
学
Ａ
及
び
無
線
工
学
Ｂ
に
代
え
て
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
、
無
線
機
器
並
び
に
無
線
設
備
管
理
を
、
法
規
（
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
及
び
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格

の
国
家
試
験
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
代
え
て
国
内
法
規
及
び
国
際
法
規
を
そ
れ
ぞ
れ
試
験
科
目
と
す
る
国
家
試
験
（
以
下
「
特
例
国
家
試
験
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
特
例
国
家
試
験
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
、
第
二
級
無
線
通
信
士
、
第
一
級
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
無
線
技
術
士
の

資
格
の
国
家
試
験
の
国
内
法
規
、
国
際
法
規
、
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
、
無
線
機
器
又
は
無
線
設
備
管
理
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
（
第
一
級
無
線
通
信
士
、
第
二
級
無
線
通
信
士
、
第
一
級
無
線
技
術
士
及
び
第
二
級
無
線
技
術
士
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国

家
試
験
の
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
予
備
試
験
を
免
除
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
備
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
し
た
当
該
免
除
に
係
る
予
備
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
十
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
特
例
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
免
除
を
受
け
る

こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
国
家
試
験
の
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得
た
当
該
免
除
に
係
る
電
気
通
信
術
の
試
験
が
行

わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
特
例
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
試
験
科
目
（
電
気
通
信
術
を
除
く
。
）
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
当
該
免
除
に
係
る
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得

た
当
該
免
除
に
係
る
試
験
科
目
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
特
例
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
予
備
試
験
又
は
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ

り
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
当
該
免
除
に
係
る
予
備
試
験
又
は
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
予
備
試
験
又
は
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
免

除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
当
該
免
除
に
係
る
予
備
試
験
又
は
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
当
該
免
除
を
受
け
る
こ

と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
当
該
免
除
に
係
る
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
旧
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
習

の
課
程
を
修
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
実
施
さ
れ
る
特
例
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
旧
資
格
の
国
家
試
験
の
予
備
試
験
又
は
電
気
通
信
術
若
し
く
は
英
語
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、

当
該
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
旧
資
格
に
相
当
す
る
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
当
該
免
除
に
係
る
予
備
試
験
又
は
電
気
通
信
術
若
し
く
は
英
語
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
備
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
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け
よ
う
と
す
る
者
が
郵
政
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
学
校
等
の
卒
業
の
日
か
ら
十
年
以
内
に
、
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
は
同
卒
業
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
英
語
の
試
験
の
免
除
は
同
卒
業
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
実
施

さ
れ
る
特
例
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

８
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
の
特
例
国
家
試
験
に
お
い
て
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
あ
る
者
が
当

該
資
格
の
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
予
備
試
験
又
は
当
該
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。

９
　
特
例
国
家
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
旧
規
則
別
表
第
二
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
郵
政
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
様
式
中
免
除
を
希
望
す
る
事
項
の
欄
に
は
、
予
備
試
験
又
は
試
験

科
目
の
試
験
の
免
除
の
根
拠
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
当
該
試
験
の
実
施
さ
れ
た
月
に
実
施
さ
れ
た

当
該
資
格
の
国
家
試
験
の
予
備
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。
当
該
資
格
の
特
例
国
家
試
験
に
お
い
て
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
（
国
内
法
規
、
国
際
法
規
、
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
、
無
線
機
器
並
び
に
無
線
設
備
管
理
を
除

く
。
）
が
あ
る
者
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

２
　
平
成
四
年
四
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
国
内
法
規
及
び
国
際
法
規
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
そ
の
者
が
合
格
点
を
得

た
試
験
科
目
の
試
験
が
実
施
さ
れ
た
月
（
い
ず
れ
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
も
合
格
点
を
得
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
が
実
施
さ
れ
た
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
月
）
に
実
施
さ
れ
た
当
該
資
格
の

国
家
試
験
の
法
規
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
と
み
な
す
。

３
　
平
成
四
年
四
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
無
線
機
器
及
び
無
線
設
備
管
理
の
試
験
の

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
そ
の
者
が
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
が
実
施
さ
れ
た
月
（
い
ず
れ
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
も
合
格
点
を
得
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
が
実
施
さ
れ

た
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
月
）
に
実
施
さ
れ
た
当
該
資
格
の
無
線
工
学
Ａ
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
と
み
な
す
。

４
　
平
成
四
年
四
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
の
特
例
国
家
試
験
の
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
並
び
に
無
線
設

備
管
理
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
そ
の
者
が
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目
の
試
験
が
実
施
さ
れ
た
月
（
い
ず
れ
か
の
試
験
科
目
に
つ
い
て
も
合
格
点
を
得
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
格
点
を
得
た
試
験
科
目

の
試
験
が
実
施
さ
れ
た
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
月
）
に
実
施
さ
れ
た
当
該
資
格
の
無
線
工
学
Ｂ
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
と
み
な
す
。

（
免
許
証
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
（
同
日
以
前
に
旧
規
則
第

二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
で
旧
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
さ
れ
た
も
の
を

含
む
。
）
で
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
も
の
に
交
付
す
る
免
許
証
の
記
載
事
項
は
、
新
規
則
別
表
第
十
三
号
様
式
の
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
及
び
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
に
交
付
す
る
免
許
証
は
、
新
規
則
別
表
第
十
三
号
様
式
の
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
は
、
新
規
則
別
表
第
十
七
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
六
二
号
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
三
十
条
第
一
項
の
表
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号

の
改
正
規
定
（
同
号
ロ
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
」
の
下
に
「
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
」
の
下
に
「
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
項
第
二
号
ハ
中
「
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
」
の
下
に
「
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
」
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
項
第
三
号
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
」
の
下
に
「
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
を
、
「
第

二
級
総
合
無
線
通
信
士
」
の
下
に
「
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
」
を
加
え
る
改
正
規
定
、
別
表
第
一
号
の
改
正
規
定
（
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
及
び
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
の
項
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
別
表
第
二
号
の
改
正
規
定
（
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
別
表
第
七
号
の
改
正
規
定
、
別
表
第
八
号
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
別
表
第
十
号
第

二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
認
定
を
受
け
る
者
を
対
象
と
す
る
講
習
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
、
別
表
第
十
号
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
認
定
を
受
け
る
者
を
対
象
と
す
る
講
習
の
項
中
「
、
第
二
級
総

合
無
線
通
信
士
」
の
下
に
「
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
」
を
「
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
」
に
改
め
る
改
正

規
定
、
別
表
第
十
三
号
様
式
の
改
正
規
定
（
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　

こ

の

省

令

の

施

行

の

日

か

ら

平

成

三

年

六

月

三

十

日

ま

で

の

間

は

、

こ

の

省

令

に

よ

る

改

正

後

の

従

事

者

規

則

（

以

下

「

新

規

則

」

と

い

う

。
）

第

六

条

第

三

項

の

表

中「
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第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士

第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士

第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

」

と

あ

る

の

は「

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士

第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

」
と
し
、
新
規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第

一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
」
と
あ
る

の
は
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
前
項
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
級
総
合
無
線

通
信
士
」
と
、
「
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
」
と
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
」
と
あ

る
の
は
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
」
と
、
「
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上

無
線
通
信
士
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
一
号
ロ

に
該
当
す
る
も
の
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
第
一
項
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
又

は
こ
れ
」
と
す
る
。

（
経
過
措
置
等
）

第
二
条
　
平
成
三
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
同
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
若
し
く
は
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
同
資
格
の
免
許
を
受
け

た
者
が
、
平
成
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
と
き
は
、
別
表
第
四
号
様
式
第
１
中
免
除
を
希
望
す
る
試
験
に
関
す
る
事
項
の
欄
の
根
拠
条
項
の
欄
に
「
附
２―

Ⅰ
」
の
文
字
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
平
成
三
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
の
電

気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
（
第
一
項
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
が
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得
た
当
該
免
除
に
係
る
電
気
通
信
術
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
と
き
は
、
別
表
第
四
号
様
式
第
１
中
免
除
を
希
望
す
る
試
験
に
関
す
る
事
項
の
欄
の
根
拠
条
項
の
欄
に
「
附
２―

Ⅲ
」
の
文
字
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
平
成
三
年
七
月
一
日
に
お
い
て
現
に
旧
規
則
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
の
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
、
旧
規
則
附

則
第
三
条
の
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
の
特
例
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得
た
当

該
免
除
に
係
る
電
気
通
信
術
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
特
例
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
（
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
及
び
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
新
規
則
別
表
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
従
事
者
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
一
級
無
線
通
信

士
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
（
同
日
以
前
に
同
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た

者
で
同
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
も
の
の
免
許
証
に
つ
い
て
は
、
そ
の

記
載
事
項
中
「
、
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
並
び
に
航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
移
動
衛
星
業
務
に
関
す
る
第
二
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
一
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
及
び
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」

と
す
る
。

第
四
条
　
第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
、
レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
、
航
空
特
殊
無
線
技
士
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
国

内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
、
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
、
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
、
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
及
び
第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
に
交
付
す
る
免
許
証
は
、
新
規
則
別
表
第
十
三
号
様
式
第

４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
日
郵
政
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
一
日
郵
政
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
一
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
四
日
郵
政
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
五
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
経
歴
証
明
書
、
無
線
従
事
者
資
格
認
定
申
請
書
、
無
線
従
事
者
免
許
証
亡
失
届
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
亡
失
届
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
訂
正
申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証

明
書
再
交
付
申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
に
係
る
再
訓
練
の
申
請
書
及
び
主
任
無
線
従
事
者
講
習
受
講
申
請
書
は
、
改
正
後
の
無
線
従
事
者
規
則
の
別
表
第
五
号
様
式
、
別
表
第
九
号
様
式
、
別
表
第
十
四
号
様
式
、
別
表
第

十
六
号
様
式
、
別
表
第
十
八
号
様
式
、
別
表
第
十
九
号
様
式
、
別
表
第
二
十
号
様
式
、
別
表
第
二
十
一
号
様
式
及
び
別
表
第
二
十
五
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
日
郵
政
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
無
線
従
事
者
の
資
格
の
国
家
試
験
の
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き

る
者
は
、
申
請
に
よ
り
、
旧
規
則
に
よ
り
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
の
国
家
試
験
の
無
線
工
学
の
基
礎
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
合
格
し
た
当
該
免
除
に
係
る
予
備
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
十
年
以
内
に
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
郵
政
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た
日
か
ら
十
年
以
内
に
、
そ
れ

ぞ
れ
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
二
項
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
国
家
試
験
の
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
の
当
該
試
験
科
目
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
別
表
第
一
号
、
別
表
第
二
号
又
は
別
表
第
三
号
に
よ
り
国
家
試
験
の
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
者
が
、
旧
規
則
に
よ
り
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
の

国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
無
線
工
学
の
基
礎
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
学
校
等
に
認
定
さ
れ
て
い
る
学
校
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
旧
規

則
に
よ
り
予
備
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
の
国
家
試
験
の
無
線
工
学
の
基
礎
の
試
験
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
学
校
等
に
認
定
さ
れ
た
学
校
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
六
日
郵
政
省
令
第
七
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
空
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
の
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
が
、
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
試
験
の
免
除
は
、
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
合
格
点
を
得
た
当
該
免
除
に
係
る
電
気
通
信
術
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
実
施
さ
れ
る
国
家
試
験
に
限
り
行
う
も
の
と
す

る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
と
き
は
、
別
表
第
四
号
様
式
第
３
中
免
除
を
希
望
す
る
試
験
に
関
す
る
事
項
の
欄
の
根
拠
条
項
の
欄
に
「
７
年
附
則
」
の
文
字
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
際
現
に
航
空
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
又
は
同
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
若
し
く
は
養
成
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
同
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者
が
、
第
四

級
海
上
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。

32



５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
と
き
は
、
別
表
第
四
号
様
式
第
３
中
免
除
を
希
望
す
る
試
験
に
関
す
る
事
項
の
欄
の
根
拠
条
項
の
欄
に
「
７
年
附
則
」
の
文
字
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事

者
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
を
修
了
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
新
規
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
講
習
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

８
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
別
表
第
七
号
の
二
の
授
業
科
目
が
開
設
さ
れ
て
い
る
学
校
等
の
教
育
課
程
に
お
い
て
、
既
に
同
表
の
授
業
科
目
の
一
部
又
は
全
部
を
教
授
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
教
育
課
程
が
修
了
し
て
い
な
い

も
の
に
つ
い
て
も
養
成
課
程
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
（
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
、

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
、
航
空
無
線
通
信
士
及
び
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
格
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
従
事
者
規
則
別
表
第
十
三
号
様
式
第
１
又
は
第
３
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
従
事
者
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
一
級
無
線
通
信

士
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
（
同
日
以
前
に
同
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た
者

で
同
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
も
の
の
免
許
証
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載

事
項
中
「
、
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
並
び
に
航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
移
動
衛
星
業
務
に
関
す
る
第
二
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
一
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
及
び
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
を
修
了
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
無
線
従
事
者
の
免
許
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
対
す

る
無
線
従
事
者
の
免
許
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
旧
令
第
三
十
七
条
の
指
定
を
受
け
た
指
定
講
習
実
施
者
が
行
う
指
定
講
習
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
終
了
す
る
指
定
講
習
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
第
三
十
六
条
の
認
定
を
受
け
た
講
習
課
程
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
無
線
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
、
経
歴
証
明
書
、
無
線
従
事
者
免
許
申
請
書
、
無
線
従
事
者
免
許
証
再
交
付
申
請
書
、
無
線
従
事
者
免
許
証
訂
正
申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
訂
正

申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
再
交
付
申
請
書
、
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
に
係
る
再
訓
練
の
申
請
書
及
び
主
任
無
線
従
事
者
講
習
受
講
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第
四
号
様
式
、
別

表
第
五
号
様
式
、
別
表
第
十
一
号
様
式
、
別
表
第
十
五
号
様
式
、
別
表
第
十
六
号
様
式
、
別
表
第
十
九
号
様
式
か
ら
別
表
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
及
び
別
表
第
二
十
五
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
四
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
六
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
（
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
及
び
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を

有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
別
表
第
十
三
号
様
式
第
１
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
従
事
者
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
従
事
者
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
（
同
日
以
前
に
旧
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
で
旧
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
第
一
級
無
線

通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
も
の
の
免
許
証
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
事
項
中
「
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
、
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」
と
す
る
。

４
　
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
申
請
書
の
様
式
は
、
改
正
後
の
別
表
第
十
六
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
波
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
十
一
に
規
定

す
る
無
線
従
事
者
の
資
格
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
資
格
の
う
ち
現
に
養
成
課
程
を
修
了
し
て
い
る
と
き
は
、
養
成
課
程
の
資
格
、
修
了
証
明
書
の
番
号
、
実
施
場
所
（
市
町
村
名
）
及
び
修
了
年
月
日
を
当
該
船
舶

局
無
線
従
事
者
証
明
申
請
書
の
備
考
の
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
八
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
五
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
を
修
補

し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
第
三
十
条
の
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
に
適
合
し
て
い
る
と
し
て
従
事
者
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
る
学
校
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
第
三
十
条
の
無
線
通
信
に
関
す
る
科
目
に
適
合
し
て
い
る
と
し
て
従
事
者
規
則
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
る
学
校
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
別
表
第
七
号
の
二
の
授
業
科
目
及
び
授
業
時
間
数
に
適
合
し
て
い
る
と
し
て
従
事
者
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
従
事
者
規
則
第
二
十
条
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
長
期
型
養
成
課
程
（
以
下
単
に
「
長
期
型
養
成
課
程
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
て
い
る
学
校
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
別
表
第
七
号
の
二
の
授
業
科
目
及
び
授
業
時
間
数
に
適
合
し
て
い
る
と
し

て
従
事
者
規
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
長
期
型
養
成
課
程
の
認
定
を
受
け
て
い
る
学
校
等
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
二
三
日
総
務
省
令
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
三
日
総
務
省
令
第
一
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
無
線
従
事
者
免
許
申
請
書
及
び
無
線
従
事
者
免
許
証
再
交
付
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第
十
一
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
無
線
従
事
者
規
則
第
四
十
六
条
に
基
づ
く
申
請
の
際
は
、
国
家
試
験
合
格
の
受
験
番
号
記
載
欄
右
の
※
印
の
欄
に
無
線
従
事
者
規
則
第
四
十
五
条
第
一
項
各
号
の
該
当
の
有
無
（
有
の
場
合
は
そ
の
事
由
を
含
む
。
）

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
二
三
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
二
五
日
総
務
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
二
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
七
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
合
格
し
た
電
気
通
信
術
の
試
験
が
行
わ
れ
た
月
の
翌
月
の
初
め
か
ら
起
算
し

て
三
年
以
内
に
行
わ
れ
る
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
に
限
り
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
場
合
は
、
別
表
第
四
号
様
式
第
３
に
よ
る
無
線
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
中
免
除
を
希
望
す
る
試
験
科
目
に
関
す
る
事
項
の
欄
の
根
拠
条
項
の
欄
に
「
１
７
年
附
則

―

２
」
と
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
実
施
し
て
い
る
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
養
成
課
程
に
係
る
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
次
に
掲
げ
る
者
が
、
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
又
は
第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
国
家
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
す
る
。

一
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
を
有
す
る
者

二
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
当
該
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者

三
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
養
成
課
程
を
修
了
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
当
該
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者

四
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
養
成
課
程
を
修
了
し
、
当
該
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
術
の
試
験
の
免
除
を
申
請
す
る
場
合
は
、
別
表
第
四
号
様
式
第
３
に
よ
る
無
線
従
事
者
国
家
試
験
申
請
書
中
免
除
を
希
望
す
る
試
験
科
目
に
関
す
る
事
項
の
欄
の
根
拠
条
項
の
欄
に
「
１
７
年
附
則

―

５
」
と
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
備
行
為
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
資
格
の
養
成
課
程
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
認
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
九
条
、
別
表
第
六
号
及
び
別
表
第
七
号
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
九
七
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ニ
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
五
号
並
び
に
第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
中
「
准
教
授
」

と
あ
る
の
は
、
「
助
教
授
」
と
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
学
校
等
の
認
定
の
申
請
は
、
改
正
後
の
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
十
一
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
速
や
か
に
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
科
目
の
開
設
の
期
間
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
改
正
後
の
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
認
定
の
取
消
し
の
申
請
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
、
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
校
等
の

届
出
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
確
認
の
取
消
し
の
申
請
、
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
校
等
の
届
出
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の

届
出
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
生
じ
た
変
更
又
は
廃
校
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
変
更
又
は
廃
校
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
改
正
後
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
等
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
で
あ
っ
て
も
、
改

正
後
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
等
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
七
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
の
う
ち
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通

信
士
、
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
又
は
航
空
無
線
通
信
士
の
資
格
に
係
る
も
の
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従

事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
従
事
者
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
従
事
者
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
（
同
日
以
前
に
旧
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
で
旧
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
第
一
級
無
線

通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
も
の
の
免
許
証
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
事
項
中
「
、
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
一
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
、
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
書
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及
び
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
養
成
課
程
の
認
定
の
申
請
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
二
日
総
務
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
で
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
免
許
証
の
う
ち
、
無
線
従
事
者
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
従
事
者
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
郵
政
省
令
第
二

十
八
号
。
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
（
同

日
以
前
に
旧
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た
者
で
旧
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除

さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
で
第
一
級
無
線
通
信
士
の
資
格
の
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
事
項
中
「
、
第
一
級
無
線
電
子
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
一
級
無
線
電
信
通
信
士
証
明
書
、
第
一
級
無
線

電
子
証
明
書
」
と
す
る
。

４
　
旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
限
り
、
無
線
従
事
者
の
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
新
規
則
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
訂
正
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
別
表
第
十
一
号
様
式
中
「
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
訂
正
」
に
、
「
無
線
従
事
者
規
則
第
５
０
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
２
１
年
総
務
省
令
第
１
０
３
号
附
則
第
４
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
一
七
日
総
務
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
一
一
日
総
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
別
表
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
六
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
無
線
従
事
者
規
則
第
九
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
一
六
日
総
務
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
一
九
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第
二
十
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
六
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
九
号
）
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こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
七
日
総
務
省
令
第
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
六
日
総
務
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
日
総
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
電
波
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
十
五
号
の
改
正
規
定
、
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
改
正
規
定
、
第
八
条
第
二
項
第
十
号
の
改
正
規
定
、
第
十
一
条
の
三

第
七
号
の
改
正
規
定
、
第
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
三
第
三
号
の
改
正
規
定
、
第
三
十
四
条
の
十
の
改
正
規
定
、
第
四
十
三
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
の
十
五
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
三
号
の
表
注
５
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
二
条
（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
改
正
規
定
、
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
号
の
三
第
３

の
注
６
、
注
８
た
だ
し
書
、
注
１
４
（
１
）
イ
及
び
同
注
（
２
）
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
第
六
条
（
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第
十
一
号
様
式
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
無
線
従
事
者
免
許
申
請
書
及
び
無
線
従
事
者
免
許
証
再
交
付
申
請
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
従
事
者
規
則
（
以
下
「
新
無
線
従
事
者
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
十
一
号
様
式
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
無
線
従
事
者
規
則
第
四
十
六
条
又
は
第
五
十
条
に
基
づ
く
申
請
と
、
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
免
許
に
係
る
申
請
（
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
免
許
の
申
請
又
は
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
電
波
の
型
式
、
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力
の
指
定
の
変
更
の
申
請
に
限
る
。
）
と
を
同
時
に
す
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
従
事
者
規
則
別
表
第
十
一
号
様
式
の
余
白
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
号
（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

受
験
者
が
現
に
有
す
る
資
格

受
験
す
る
資
格

無
線
工
学
の
基
礎

無
線
工
学
Ａ

無
線
工
学
Ｂ

電
気
通
信
術

法
規

英
語

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

　

　

　

　

○

　

　

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

　

　

　

　

○

　

　

第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

○

　

　

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

○

　

○

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

　

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

　

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

○

　

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

○

　

　

　

　

　

　

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

　

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

○

　

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

○

○

○

　

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

○

　

　

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

○

○

○

　

　

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

○

○

○
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第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

○

　

　

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

航
空
特
殊
無
線
技
士

航
空
無
線
通
信
士

　

　

　

○

　

　

　

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

　

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

　

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

○

　

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

　

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

　

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

　

航
空
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

航
空
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

　

　

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

　

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

○

　

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

○

　

　

　

　

　

　

　

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

○

○

○

　

　

　

　

　

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

　

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

　

航
空
無
線
通
信
士

　

　

　

　

　

　

○

　

航
空
特
殊
無
線
技
士

　

　

　

　

　

　

○

注
　
免
除
す
る
試
験
科
目
は
、
○
印
を
付
し
た
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
号
（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

受
験
者
が
現
に
有
す
る
資
格

受
験
す
る
資
格

業
務
経
歴

無
線
工
学
の
基
礎

電
気
通
信
術

法
規

地
理

英
語

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

三
年
以
上

○

　

○

　

　

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

三
年
以
上

○

＊
１
○

　

＊
４
○

　

五
年
以
上

○

＊
１
○

＊
３
○

＊
４
○

＊
５
○

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

三
年
以
上

○

＊
１
○

　

　

　

五
年
以
上

○

＊
１
○

＊
３
○

　

＊
５
○

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

三
年
以
上

○

＊
１
○

　

　

　

五
年
以
上

○

＊
１
○

＊
３
○

　

＊
５
○

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

三
年
以
上

○

　

○

　

　

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

三
年
以
上

○

＊
２
○

　

　

　

五
年
以
上

○

＊
２
○

　

＊
４
○

　

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

三
年
以
上

○

＊
１
○

　

　

　

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

三
年
以
上

　

＊
１
○

　

　

　

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

三
年
以
上

○

○

○

　

○
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第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

三
年
以
上

○

　

○

　

　

注１
　
業
務
経
歴
は
、
受
験
者
が
現
に
有
す
る
無
線
従
事
者
の
資
格
に
よ
り
、
無
線
局
（
ア
マ
チ
ュ
ア
局
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
操
作
に
従
事
し
た
も
の
に
限
る
。

２
　
免
除
す
る
試
験
科
目
は
、
○
印
を
付
し
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
＊
１
を
付
し
た
科
目
は
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
通
信
操
作
に
従
事
し
た
者
に
、
＊
２
を
付
し
た
科
目
は
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
る
通
信
操
作
に
従
事

し
た
者
に
、
＊
３
を
付
し
た
科
目
は
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
通
信
操
作
に
従
事
し
た
者
に
、
＊
４
を
付
し
た
科
目
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
る
通
信
操
作

に
従
事
し
た
者
に
、
＊
５
を
付
し
た
科
目
は
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
国
際
通
信
の
た
め
の
通
信
操
作
に
従
事
し
た
者
に
限
る
。

別
表
第
三
号
（
第
八
条
第
三
項
関
係
）

受
験
者
が
現
に
受
け
て
い
る
資
格
者
証
の
種
類

受
験
す
る
資
格

免
除
す
る
科
目

伝
送
交
換
主
任
技
術
者

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

無
線
工
学
の
基
礎
及
び
無
線
工
学
Ａ

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

無
線
工
学
の
基
礎

線
路
主
任
技
術
者

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

無
線
工
学
の
基
礎

工
事
担
任
者
（
第
一
級
ア
ナ
ロ
グ
通
信
、
第
一
級
デ
ジ
タ
ル
通
信
及
び
総
合
通
信
に
限
る
。
）
（
注
）

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士

無
線
工
学
の
基
礎

注
　
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
Ａ
Ｉ
第
二
種
及
び
Ｄ
Ｄ
第
二
種
並
び
に
工
事

担
任
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
七
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
第
一
種
、
ア
ナ
ロ
グ
第
二
種
、
デ
ジ
タ
ル
第
一
種
、
デ
ジ

タ
ル
第
二
種
及
び
ア
ナ
ロ
グ
・
デ
ジ
タ
ル
総
合
種
を
含
む
。
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別
表
第
四
号
様
式
（
第
１
０
条
関
係
）

別表第四号様式(第10条関係) 

第1 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第一級陸上無線技術士又は第二級陸上無線技術士の資格の国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを

除く。)を受けようとする者 

(表面) 

182 39 28 28 36 20 10 14 14 11 11 11 14 14 50   

(申請票) 

 無線従事者国家試験申請書 

年  月  日     

  総 務 大 臣 殿 

受験す
る資格    

(受験整理票) 

※ ※ フリガナ 
年 月 日生   

              学
歴 

 年 月 日  学

校 

   部  科卒・修 

15
 

1
0
9 

※ 氏名               
受 験

番 号 
  

受験する資格     工基 工A 

(工) 
工B 法 地 英 通 

希 望 受 験 地 

  

希 望

受験地 
  

※ 
  

氏 名 等 記 入 欄 ※ 出 欠 欄 
  

  

  

 収入印紙 
3枚以上の収入印
紙を貼るときは、
そのうち2枚をこ
の欄に、他を裏面
の収入印紙の欄に
はること。 

  

  

郵便番号 
 

  

住所 

  

写真欄 

 写真の裏

の全面にの

りをつけて

はること。 
  

電話       

※ ※ 申請者は消印

しないこと。 

フリガナ   

氏名   

  
年  月  日生   年 月撮影 

     無線従事者国家試験を受けたいので、無線従事者規則第10条の規定により、

(別紙書類を添えて)申請します。 

  

  

(通知票) (受験票) 

  

1
4
8 

  

試 験 科 目 
受験･免除･

棄 権 の 別 

免除を希望する試験科目に関する事項 ※ 

  

根拠条項 実 施 年 月 受 験 番 号 その他 
  

※受験番号 
  

  無線従事者国家試験受験票 

  

  
無線工学の
基礎 受・免・棄     年 月               

  

受験する資格   

  
無 線 工 学 A
又は無線工学 受・免・棄 

  
  年 月 

      
  

無 線 従 事 者 国 家 試 験

結 果 通 知 書 
  

受験番号 
※ 

無 線 工 学 B 受・免・棄 
  

  年 月 
      

氏名   
   ※受験科目及び試験日時   

法 規 受・免・棄     年 月         あなたの無線従事者国家試験の結果

は、次のとおりですから、通知します。 

      

地 理 受・免・棄     年 月       

英 語 受・免・棄 
  

  年 月 
      

  
資 格   

  
実 施 年 月   

電気通信術 受・免・棄 
  

  年 月 
      

  

現 に

有する

資 格 

資 格 免許証又は資格者証の番号 免許又は交付の年月日 

  
※   

  
      

※合格年月日   

学 歴     年  月  日      学校     部     科卒・修       年  月  日 

  ※試験場   
備 考 

  

※ ※ 

  

  100 100 100   

(数字の単位は、ミリメートル)   
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(裏面) 

  

  

  

    

  

収入印紙 

    

    

    

        

  

郵便はがき   郵便はがき 

    

  

郵 便

切 手 

  

  

郵 便

切 手 

  
            ―                             ―                 

住所 住所 

  
  

  

  
  

  

    

  

殿方 

  

殿方 

殿 殿 
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 注1 ※印の欄は、記入しないこと。 

  2 受験・免除・棄権の別の欄は、試験科目ごとに、受験しようとするものについては受の文字を、免除を希望するものについては免の文

字を、棄権しようとするものについては棄の文字をそれぞれ〇で囲むこと。 

  3 免除を希望する試験に関する事項の欄は、受験・免除・棄権の別の欄で免の文字を〇で囲んだ試験科目につき、次の表の1の欄に掲げ

る区別に従い、同表の3の欄に掲げる事項又は同表の2の欄若しくは4の欄の《 》内の文字を記入すること。 

1 区 別 2 根拠条項の欄の記入事項 
3 実施年月の欄及び受験番号の欄
の記入事項 

4 その他の欄の記入事項 

(1) 第6条の規定により免除
を受けようとする場合 

 第6条第1項の規定による場合は《6
―Ⅰ》、同条第2項の規定による場合
は《6―Ⅱ》 

 合格した予備試験又は合格点を得
た試験科目の試験の実施年月及び受
験番号 

  

(2) 第7条の規定により免除
を受けようとする場合 

《7》  既に免除を受けたことのある者に
限り、初めて免除を受けた試験の実
施年月及び受験番号 

 初めて免除を受けようとす
る者は《下記学校等、別添証
明書》 

 既に免除を受けたことのあ
る者は《下記学校等》 

(3) 第8条の規定により免除
を受けようとする場合 

 第8条第1項の規定による場合は《8―
Ⅰ》、同条第2項の規定による場合は《8
―Ⅱ》、同条第3項の規定による場合は
《8―Ⅲ》 

   第8条第1項又は第3項の規
定による免除を受けようとす
る者は《下記現有資格》 

 第8条第2項の規定による免
除を受けようとする者は《下
記現有資格、別添証明書》 

  4 現に有する資格の欄は、一定の無線従事者等の資格を有する者又は一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が第8条の規定に

より免除を受けようとする場合に限り、当該資格について記入すること。 

  5 学歴の欄は、総務大臣の認定を受けた学校等の卒業者が第7条の規定により免除を受けようとする場合に限り、当該学校等について、

卒業又は修了の別により、卒又は修の文字を〇で囲むこと。 

  6 受験整理票にはる写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦45ミリメートル、横35ミリメートルのものであ

ること。 

  7 郵便葉書の郵便番号記入枠の色は、朱色又は金赤とする(黒、青系のインクを混入しないこと。)。 
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第2 第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士又は航空無線通信士の資格の国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者 

(表面) 

182 14 25 27 36 10 10 10 10 10 30   

  
 (申請票) 

 

無 線 従 事 者 国 家 試 験 申 請 書 

 

年  月  日  

 

    総 務 大 臣 殿 

受験す

る資格 
  

  

※ ※ フリ
ガナ 

  
        学

歴 
年 月 日 

学校 
部 科卒・修 

1
5 

10
9 

※ 
・ ・ 年 月 日生 氏名 

        
受 験

番 号 
※ 

受験する資格     

 

工 

 

法 

 

英 

 

通 
希
望
受
験
地 

  

  

希 望

受験地 
  

※ 

  
氏 名 等 記 入 欄 ※ 出 欠 欄   

   (受験整理票) 

  

   収入印紙 
 

 3枚以上の収入印
紙をはるときは、そ
のうち2枚をこの欄
に、他を裏面の収入
印紙の欄にはること。 

  

郵便番号   

  

  

写 真 欄 

 写真の裏の全

面にのりを付け

てはること。 

  

住 所 

  

電話        

(フリガナ)   

※ ※ 申請者は消印し

ないこと。 

氏 名   年 月 撮影 

年  月  日生     

 

 

 無線従事者国家試験を受けたいので、無線従事者規則第10条の規定により、(別紙書類を添えて)

申請します。 

 (通知票)  (受験票) 

  14
8 

  
※受験 番号 

  
  無線従事者国家試験受験票   

  
  

  

受験する

資 格 
  

  
    無 線 従 事 者 国 家 試 験

結 果 通 知 書  
 
 あなたの無線従事者国家試験の結果は、

次のとおりですから、通知します。 

  

試 験 科 目 
受験・免除

の 別 

免除を希望する試験に関する事項 ※ 

  

受験番号 ※ 

根拠条項 実 施 年 月 受 験 番 号 そ の 他 氏 名   

無 線 工 学 受 ・ 免   年  月        ※ 受験科目、試験日時及び試験場 

法 規 受 ・ 免   年  月       
  
資 格   

  
英 語 受 ・ 免   年  月       実 施 年 月   

電気通信術 受 ・ 免   年  月         

現に有する

資 格 

資 格 免 許 証 の 番 号 免 許 の 年 月 日 

  

※ 
  

        

学 歴     年  月  日           学校   部   科卒・修 ※合格年月日   

備 考   

※ ※  

     年  月  日 

  

  91 91   

(数字の単位は、ミリメートル)     
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(裏面) 

  

  

  

収 入 印 紙 

  

    

    

    

        郵便はがき     郵便はがき 

  
郵 便

切 手 
  

郵 便

切 手 

  

            ―                             ―                 

    

住 所   

  

住 所   

  
  

  

  

  

殿方 殿方 

殿 殿 

    

              

 注1 ※印の欄は、記入しないこと。 

  2 受験・免除の別の欄、免除を希望する試験に関する事項の欄、現に有する資格の欄及び学歴の欄の記入並びに受験整理票にはる写真については、第1の様式の注2から注6までに準ずること。 

  3 郵便葉書の郵便番号記入枠の色は、朱色又は金赤とする(黒、青系のインクを混入しないこと。)。 
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第3 第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特
殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士の資格の国家試験(指定試験機関がその
試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者 

(表面) 

182 14 25 27 36 10 10 10 10 10 30   

  
 (申請票) 

 

  無 線 従 事 者 国 家 試 験 申 請 書 

 

               年  月  日 

 

   総 務 大 臣 殿(注1) 

受験す

る資格 
  

  

※ ※ フリ
ガナ 

  
        学

歴 
年 月 日 

学校 
部 科卒・修 

1
5 

1
0
9 

※ 
・ ・ 

年 月 日生 氏名 

        
受 験

番 号 
※ 

受験する資格     工 法 英 通 

希
望
受
験
地 

  

  

希 望

受験地 
  

※ 

   

郵便番号   

  

氏 名 等 記 入 欄 ※ 出 欠 欄   

   (受験整理票) 

  

収入印紙 
 

 3枚以上の収入印
紙をはるときは、そ
のうち2枚をこの欄
に、他を裏面の収入
印紙の欄にはること。 

  

  
写 真 欄 

写真の裏の全

面にのりを付

けてはること。 

  

住所 

  

目の見えない

者は、右欄の

枠内を赤色に

塗りつぶすこ

と。 

    

  

電話          

  

(フリガナ)   

※ ※ 申請者は消印し

ないこと。 

氏名     年 月撮影 

年  月  日生     

 

 

   無線従事者国家試験を受けたいので、無線従事者規則第10条の規定により、(別紙書類を添 え

て)申請します。 

 (通知票)  (受験票) 

  14
8 

  
※受験 番号 

  
  無 線 従 事 者 国 家 試 験 受 験 票   

  
  

  

受験する

資 格 
  

  
    無 線 従 事 者 国 家 試 験

結 果 通 知 書  
 
 あなたの無線従事者国家試験の結果は、

次のとおりですから、通知します。 

  

試 験 科 目 
受験・免除

の 別 

免除を希望する試験に関する事項 ※ 

  

受験番号 ※ 

根 拠 条 項 実 施 年 月 受 験 番 号 そ の 他 氏 名   

無 線 工 学 受 ・ 免   年  月        ※ 受験科目、試験日時及び試験場 

法 規 受 ・ 免   年  月       
  
資 格   

  
英 語 受 ・ 免   年  月       実 施 年 月   

電気通信術 受 ・ 免   年  月         

現に有する

資 格 

資 格 免許証の番号 免許の年月日 

  

※ 
  

        

学 歴     年  月  日           学校   部   科卒・修 ※合格年月日   

身体の不自

由 な 場 合 
 1耳が聞こえない 2目が見えない 3車いす使用 4介添人有り  

     年  月  日 

備 考   

※ ※ 

  

  91 91   

(数字の単位は、ミリメートル)     
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(裏面) 

  

  

  

収 入 印 紙 

  

    

    

    

    郵便はがき     郵便はがき         

  
郵 便

切 手 
  

郵 便

切 手 

            ―                             ―                 

  

    

住 所   

  

住 所   

  
  

  

  

  

殿方 殿方 

殿 殿 

    

            

 注1 第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三
級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士の資格の国家試験の受験の申請をする場合は、施行規則第51条の15第1項に規定
する所轄総合通信局長あてとすること。 

  2 ※印の欄は、記入しないこと。  3 受験・免除の別の欄、免除を希望する試験に関する事項の欄、現に有する資格の欄及び学歴の欄の記入については、第1の様式の注2から注5までに準ずること。 
  4 受験整理票にはる写真は、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦30ミリメートル、横24ミリメートルのものであること。 
  5 身体の不自由な場合の欄は、該当する事項の数字を○で囲むこと。 
  6 郵便葉書の郵便番号記入枠の色は、朱色又は金赤とする(黒、青系のインクを混入しないこと。) 
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別
表
第
五
号
様
式
（
第
１
０
条
、
第
４
６
条
関
係
）

別表第五号様式(第 10条、第 46条関係) 

長

辺 

 

経 歴 証 明 書 

 

 下記事項は、事実と相違ないことを証明する。 

 

     年  月  日 

 

証 明 者                    

郵便番号   
          ―                 

住 所(※1)               

氏 名(※2)               

  
被
証
明
者 

資 格 
免許証の番

号 

免 許 の

年 月 日 
氏 名 生年月日 

  

          

経

歴

事

項 

従 事 期 間 従事した無線局 国際通信の経歴再掲 

年月日から 

年月日まで 
年 月 日 間 

無線

局の

種別 

無線

局の

名称 

モールス

符号によ

る通信操

作の有・

無の別 

船舶が航行

した航路又

は水域 

年 月 日 間 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

合 計       

  

短 辺    (日本産業規格 A列 4番)  

 注1 ※1には、法人の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記入すること。 
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  2 ※2については、法人の場合は、名称及び代表者名を記入すること。 

  3 従事期間の欄は、次により計算した期間を記入すること。 

   (1) 従事した日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。 

   (2) 月又は年で定める従事期間は、暦に従って計算し、月又は年の始めから起算し

ないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日を

もって満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末

日をもって満了するものとする。 

   (3) 従事期間を計算するには、1月に満たない従事日数は、合算して30日になると

きは1月とし、1年に満たない従事日数は、合算して12月になるときは1年とする。 

  4 経歴証明書は、無線局の免許人等、法第70条の9第1項の規定により登録局を運用す

る当該登録局の登録人以外の者又はこれらに準ずる者が作成すること。 

  5 従事した無線局の免許人等又は法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する

当該登録局の登録人以外の者が異なるときは、当該免許人等又は法第70条の9第1項

の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者ごとに経歴証明書を作

成すること。 
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別
表
第
六
号
（
第
二
十
一
条
関
係
）

養
成
課
程
の
種
別

授
業
科
目

授
業
時
間
（
注
）

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

十
時
間
以
上

　

電
気
通
信
術

十
三
時
間
以
上

　

法
規

四
十
九
時
間
以
上

　

英
語

八
十
二
時
間
以
上

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

四
十
五
時
間
以
上

　

法
規

四
十
三
時
間
以
上

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

六
時
間
以
上

電
気
通
信
術

二
時
間
以
上

法
規

九
時
間
以
上

英
語

二
十
二
時
間
以
上

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

五
時
間
以
上

法
規

八
時
間
以
上

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

二
時
間
以
上

法
規

四
時
間
以
上

レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

二
時
間
以
上

法
規

三
時
間
以
上

航
空
無
線
通
信
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

二
十
三
時
間
以
上

電
気
通
信
術

二
時
間
以
上

法
規

二
十
五
時
間
以
上

英
語

五
十
時
間
以
上

航
空
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

五
時
間
以
上

電
気
通
信
術

二
時
間
以
上

法
規

十
一
時
間
以
上

第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

四
十
八
時
間
以
上

法
規

六
時
間
以
上

第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

四
時
間
以
上

法
規

五
時
間
以
上

第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

二
時
間
以
上

法
規

四
時
間
以
上

国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

電
気
通
信
術

二
百
時
間
以
上

法
規

五
時
間
以
上

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

三
十
五
時
間
以
上

法
規

二
十
七
時
間
以
上

第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

六
時
間
以
上

法
規

十
時
間
以
上

第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

四
時
間
以
上

法
規

六
時
間
以
上

注
　
随
時
受
講
型
授
業
又
は
同
時
・
随
時
受
講
型
授
業
に
あ
っ
て
は
、
同
時
受
講
型
授
業
に
相
当
す
る
教
育
効
果
が
得
ら
れ
る
授
業
時
間
と
す
る
。

別
表
第
七
号
（
第
二
十
一
条
関
係
）

養
成
課
程
の
種
別

担
当
科
目

有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
無
線
従
事
者
の
資
格

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

　

電
気
通
信
術

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
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法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

　

英
語

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

　

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

電
気
通
信
術

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

英
語

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

　

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線

技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
三
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無

線
通
信
士

レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
又
は
第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

航
空
無
線
通
信
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

電
気
通
信
術

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

英
語

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

航
空
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

電
気
通
信
術

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程

電
気
通
信
術

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
、
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

第
三
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
、
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

　

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

第
四
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
、
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

別
表
第
七
号
の
二
（
第
二
十
一
条
関
係
）

養
成
課
程
の
種
別

授
業
科
目

授
業
時
間

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

十
九
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

五
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

　

電
気
通
信
術
そ
の
他
通
信
実
技
に
関
す
る
科
目

二
十
六
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

百
四
時
間
以
上
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通
信
憲
章
、
通
信
条
約
そ
の
他
国
際
条
約
に
関
す
る
科
目

十
六
時
間
以
上

　

英
文
和
訳
、
和
文
英
訳
及
び
英
会
話
に
関
す
る
科
目

百
六
十
四
時
間
以
上

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

七
十
四
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

二
十
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

六
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

九
十
時
間
以
上

　

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
そ
の
他
国
際
条
約
に
関
す
る
科
目

十
時
間
以
上

第
一
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

十
三
時
間
以
上

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

三
時
間
以
上

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

一
時
間
以
上

電
気
通
信
術
そ
の
他
通
信
実
技
に
関
す
る
科
目

四
時
間
以
上

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

二
十
一
時
間
以
上

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
そ
の
他
国
際
条
約
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

英
会
話
に
関
す
る
科
目

四
十
四
時
間
以
上

第
二
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

十
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

一
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

十
八
時
間
以
上

第
三
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

三
時
間
以
上

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

八
時
間
以
上

レ
ー
ダ
ー
級
海
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

六
時
間
以
上

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

六
時
間
以
上

航
空
無
線
通
信
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

四
十
一
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

十
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

　

電
気
通
信
術
そ
の
他
通
信
実
技
に
関
す
る
科
目

四
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

五
十
五
時
間
以
上

　

通
信
憲
章
、
通
信
条
約
そ
の
他
国
際
条
約
に
関
す
る
科
目

七
時
間
以
上

　

英
語
（
英
会
話
を
含
む
。
）
に
関
す
る
科
目

百
時
間
以
上

航
空
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

十
一
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

三
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

一
時
間
以
上

　

電
気
通
信
術
そ
の
他
通
信
実
技
に
関
す
る
科
目

四
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

二
十
四
時
間
以
上

第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

七
十
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

二
十
四
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

九
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

十
二
時
間
以
上

第
二
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

八
時
間
以
上

　

電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

一
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

十
時
間
以
上

第
三
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

無
線
機
器
学
そ
の
他
無
線
機
器
に
関
す
る
科
目

三
時
間
以
上
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電
磁
波
工
学
そ
の
他
空
中
線
系
及
び
電
波
伝
搬
に
関
す
る
科
目

二
時
間
以
上

　

電
子
計
測
そ
の
他
無
線
測
定
に
関
す
る
科
目

一
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

八
時
間
以
上

国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士

電
気
通
信
術
そ
の
他
通
信
実
技
に
関
す
る
科
目

二
百
四
十
時
間
以
上

　

電
波
法
規
そ
の
他
電
波
法
令
に
関
す
る
科
目

十
時
間
以
上

別
表
第
八
号
（
第
三
十
四
条
関
係
）

認
定
講
習
課
程
の
種
別

講
習
科
目

講
習
時
間
（
注
）

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

百
二
十
時
間
以
上

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

七
十
二
時
間
以
上

法
規

二
十
一
時
間
以
上

英
語

二
十
一
時
間
以
上

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

九
十
時
間
以
上

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

五
十
四
時
間
以
上

法
規

三
十
時
間
以
上

英
語

五
十
四
時
間
以
上

第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

四
時
間
以
上

電
気
通
信
術

四
時
間
以
上

法
規

二
十
二
時
間
以
上

英
語

三
十
三
時
間
以
上

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

三
十
七
時
間
以
上

法
規

三
十
三
時
間
以
上

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

百
五
十
時
間
以
上

第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
認
定
講
習
課
程

無
線
工
学

百
二
十
時
間
以
上

注
　
随
時
受
講
型
講
習
に
あ
っ
て
は
、
同
時
受
講
型
講
習
に
相
当
す
る
教
育
効
果
が
得
ら
れ
る
講
習
時
間
と
す
る
。

別
表
第
九
号
様
式
　
削
除

別
表
第
十
号
（
第
三
十
四
条
関
係
）

認
定
講
習
課
程
の
種
別

科
目

講
師
等
の
要
件

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
又

は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士

の
認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術

士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の

認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
若
し
く
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も

の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

法

規

及

び

英

会

話

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信

に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の

認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
、
第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
若
し

く
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も

の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の

認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
若
し
く
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す

る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

法

規

及

び
英
語

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信

士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者
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第
三
級
海
上
無
線
通
信
士
の

認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
若
し
く
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資

格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

電

気

通

信

術

、

法

規

及

び
英
語

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

第
四
級
海
上
無
線
通
信
士
の

認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
若
し
く
は
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信

に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
海
上
無
線
通
信
士
若
し
く
は
第
二
級
海
上
無
線
通
信
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
三
年
以
上

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
者

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の

認
定
講
習
課
程

無

線

工

学

第
一
級
陸
上
無
線
技
術
士
の
資
格
を
有
す
る
者
で
無
線
通
信
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
も
の
と

総
務
大
臣
が
認
め
る
者
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別
表
第
十
一
号
様
式
（
第
４
６
条
、
第
５
０
条
関
係
）

別表第十一号様式(第46条、第50条関係) 

  50 20     

          

無線従事者 
※□免許 

 □免許証再交付 
申請書 

  

40 

  年  月  日      

 総務大臣(        )殿 

      申 請 資 格     写真ちょう付欄 

1 申請者本人が写っている
もの 

2 正面、無帽、無背景、上
三分身で6ヶ月以内に撮影
されたもの 

3 縦30mm×横24mm 
4 写真は免許証に転写され
るので枠からはみ出さない
ようにはってください 

    

60 

氏

名 

フリガナ(姓) (名) 

収入印紙ちょう付欄 

漢字 (姓) 

 

(名) 

 

 
(この欄にはりきれない

ときは、他を裏面下部に

はってください。 

 また、申請者は消印し

ないでください) 

 

(収入印紙を必要額を超

えてはっている場合は、

申請書の余白に「過納承

諾 氏名」のように記入

してください) 

 無線通信士、第一級海上特殊無線技士、アマチュア無線技士にあっ
ては、ヘボン式ローマ字による氏名が免許証に併記されます。 
非ヘボン式ローマ字による氏名表記を希望する場合に限り、□に
レ印を記入し、下側に活字体大文字で記入してください。 

※ 
  

非ヘボン式を

希望します。 

        

  LAST NAME(姓) (活字体大文字で記入) FIRST NAME(名) 

    

生 年 月 日 年    月    日   所 持 人 自 署 

    無線通信士、第一級海上特殊無線技士

の場合は必ず署名してください。 

  

住

所 

〒 

 

 

 

  電話         (    ) 

  日中の連絡先     (    ) 

  メールアドレス 

    
12 

(この署名は免許証にそのまま転写されますから、枠にか

かったり、はみ出ないようにしてください。) 

  

(はりきれないときは裏面下部へ) 

    

  □※無線従事者規則第46条の規定により、免許を受けたいので(別紙書類を添えて)申請します。            □※同時にアマチュア局に係る申請書を提出します。 

国 家 試 験 合 格 受験番号 (      年   月   日合格)   

養 成 課 程 修 了 
認定施設者の名称 

修了証明書の番号 

実施場所(市区町村名) 

(      年   月   日修了) 

資格、業務経歴等 

現に有する資格 修了した認定講習 ※
□はい 

 該当する場合はその内容 
 
 
 □いいえ 

資 格   講 習 の 種 別   

免 許 証 の 番 号   修 了 番 号   

免 許 の 年 月 日   修 了 年 月 日   

学 校 卒 業 学校卒業で資格を取得しようとする場合は□にレ印を記入してください。 ※       

  
欠 格 事 由 の 有 無 無線従事者規則第45条第1項各号のいずれかに該当しますか。(いずれかの□にレ印を必ず記入してください。) 

下の欄に住民票コード又は現に有する無線従事者免許証、電気通信主任技術

者資格者証若しくは工事担任者資格者証の番号のいずれか1つを記入した場

合は、氏名及び生年月日を証する書類の提出を省略することができます。 
  

※
記入した番号の種類(いずれかの□にレ印を記入してください。) 

□ 住民票コード 

□ 無線従事者免許証の番号 

□ 電気通信主任技術者資格者証の番号 

□ 工事担任者資格者証の番号 
  

                      

(左詰めで記入) 

  □※無線従事者規則第50条の規定により、免許証の再交付を受けたいので(別紙書類を添えて)申請します。       □※同時にアマチュア局に係る申請書を提出します。 

再交付申請の理由 

※ 
 □汚損、破損したため 
 □失ったため 
 □氏名を変更したため 

氏名を変更した場合は右の欄
に変更前の氏名を記入してく
ださい。 

変 更 前

の 氏 名 

フリガナ   

漢字 

注意 

1 太枠内の所定の欄に黒インク又は黒ボールペンで記入してください。ただし、※のある欄では□枠内にレ印を記入してください。 

2 この用紙は機械で読み取りますので、写真や所持人自署欄に折り目をつけたり、署名が枠にかかったり、はみ出ないようにしてください。 

3 申請の際に必要な書類等は次のとおりです。 

免許申請 

国 家 試 験 合 格 氏名及び生年月日を証する書類 

 免許証の郵送を希望するとき

は所要の郵便切手をはり、申請

者の郵便番号、住所及び氏名を

記載した返信用封筒を添えて、

信書便の場合はそれに準じた方

法により申請してください。 

  

養 成 課 程 修 了 修了証明書等、氏名及び生年月日を証する書類 

資格、業務経歴等 業務経歴証明書、修了証明書(認定講習を受講した場合に限る。)、氏名及び生年月日を証する書類 

学 校 卒 業 

科目履修証明書、履修内容証明書(科目確認を受けていない学校を卒業(専門職大学の前期課程にあっては、修

了)した場合に限る。)、卒業証明書(専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)、氏名及び

生年月日を証する書類 

再 交 付

申 請 

氏 名 変 更 免許証、氏名の変更の事実を証する書類 

汚 損 、 破 損 汚損、又は破損した免許証 

  

 (数字の単位は、ミリメートル) (用紙は日本産業規格A列4番・白色) 

注 総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。 
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別
表
第
十
二
号
様
式
　
削
除

別
表
第
十
三
号
様
式
（
第
４
７
条
関
係
）

別表第十三号様式(第47条関係) 

(表面) 

  

54
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
 

無線従事者免許証  

 (資格別の名称) 

 (英語による資格別の名称)(注1) 

免許証の番号 

Licence No.(注1) 

免許の年月日 

Date of licence grant(注1) 

氏名 

Name(注1) 

生年月日 

写

真 

  

Date of birth(注1) 

 上記の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたもの

であることを証明する。 

 (注2) 

 交付年月日 

 Date of issue(注1)     総務大臣(注3)    印 

85ミリメートル   

 

(裏面) 

   

(英語による訳文)(注1) 

  

Signature of the 

holder of the licence 
(所持人自署)(注4) 

(注意事項) 
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  注1 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級
海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線
通信士、第一級海上特殊無線技士、航空無線通信士、第一級アマチュア無線技士、
第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線
技士の資格を有する者に交付する免許証の場合に限る。 

  注2 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級
海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線
通信士、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格の別に、次に掲げる事
項を記載する。 

   (1) 第一級総合無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する無線

通信士一般証明書、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星
業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。 

   (2) 第二級総合無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第二

級無線電信通信士証明書、制限無線通信士証明書並びに航空移動業務及び航空移
動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。 

   (3) 第三級総合無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する海上

移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該
当することを証明する。 

   (4) 第一級海上無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第一

級無線電子証明書に該当することを証明する。 
   (5) 第二級海上無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第二

級無線電子証明書に該当することを証明する。 
   (6) 第三級海上無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する一般

無線通信士証明書に該当することを証明する。 
   (7) 第四級海上無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する海上

移動業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。 
   (8) 第一級海上特殊無線技士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限

無線通信士証明書に該当することを証明する。 
   (9) 航空無線通信士 
     この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する航空

移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当するこ
とを証明する。 

  注3 第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、
レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二
級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第
三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士の資格を有する者に交付
する免許証の場合は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。 

  注4 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級
海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線
通信士、第一級海上特殊無線技士又は航空無線通信士の資格を有する者に交付する
免許証の場合に限る。 
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別
表
第
十
四
号
様
式
　
削
除

別
表
第
十
五
号
様
式
　
削
除

別
表
第
十
六
号
様
式
（
第
５
３
条
関
係
）

別表第十六号様式(第53条関係) 

長

辺 

  

  ※整理番号     

船舶局無線従事者証明申請書 

 

年  月  日   

  総務大臣  殿 

 

郵便番号 □□□―□□□□             

住 所                      

  

収入印紙 

  

電話         

氏 名 

フリガナ                                           

  
漢 字                       

  
  生年月日     年   月   日     

 

 船舶局無線従事者証明を受けたいので、無線従事者規則第53条の規定により、(別紙

書類を添えて)申請します。 

  

1 現 に 有 す る 資 格 
資 格 免許証の番号 免 許 の 年 月 日 

  

      

2 
合 格 し た 国 家 試 験

の 資 格 

資 格 受 験 番 号 合 格 年 月 日 

      

3 
修 了 し た 養 成 課 程

の 資 格 

資 格 
修了証明書

の番号 

実施場所 

(市町村名) 
修了年月日 

        

4 
訓 練 の 課 程 の 修 了

の 有 無 及 び 年 月 日 
 有(  年  月  日修了)   無 

5 
船 舶 局 無 線 従 事 者

証 明 の 取 得 の 有 無 
 有               無 

6 添 付 書 類 □訓練の課程を修了したことを証する書類 

7 備 考   

  

  

※証明年月日 
※証明の効力

の始期 

※発給年月日 

  

                                          

  

短 辺      (日本産業規格A列4番) 
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 注1 ※印の欄は、記入しないこと。 

  2 氏名の欄は、次により記入すること。 

   (1) 枠内に左詰めとし、片仮名及び漢字で正確に記入すること。 

   (2) ヰ、ヱ、ヲは、イ、エ、オと記入すること。 

   (3) 濁点及び半濁点は、1枠を使用して記入すること。 

   (4) 姓と名との間に空欄を1枠設けること。 

    (記載例) 

氏

名 

フリガナ ス ス ゙  キ   イ チ ロ ウ                       

  
漢 字 鈴 木   一 郎             

  3 生年月日は、次により記入すること。 

   (1) 年号は、明治はM、大正はT、昭和はS、平成はHと記入すること。 

   (2) 年月日のいずれかの数字が1けたの場合は、当該1けたの数字の前に0を付して2

けたにして記入すること。 

   (記載例) 昭和42年5月1日生の場合 

生 年 月 日 

 

 

S 

 

4 

年 

2 

 

0 

月 

5 

 

0 

日 

1 

  4 1の欄は、現に有する施行規則第34条の11に規定する無線従事者の資格について記

入すること。 

  5 2の欄は、施行規則第34条の11に規定する無線従事者の資格を有しない場合であっ

て、これらの資格のうち現に国家試験に合格しているときに、その国家試験の資格に

ついて記入すること。 

  6 3の欄は、施行規則第34条の11に規定する無線従事者の資格を有しない場合であっ

て、これらの資格のうち現に養成課程を修了しているときに、その養成課程の資格に

ついて記入すること。 

  7 4の欄は、法第48条の2第2項第2号の認定を受けた訓練の課程を修了しており、その

修了した日から5年を経過していない場合には有の文字を○で囲むとともにその修了

の年月日を記入し、その他の場合には無の文字を○で囲むこと。 

  8 5の欄は、その証明の効力を失い、その失った日から2年を経過していない場合には

有の文字を、その他の場合には無の文字を○で囲むこと。 

  9 6の欄は、法第48条の2第2項第2号の認定を受けた訓練の課程を修了したことを証す

る書類を添付した場合に、□にレ印を付すこと。 

  10 7の欄は、5の欄の有の文字を○で囲んだ場合に交付されていた証明書の番号及び

その証明の効力を失った日を記入すること。 

  11 証明書の郵送を希望するときは、郵便切手をはり、申請者の住所の郵便番号、住

所及び氏名を記載した返信用封筒を添えて申請すること。この場合において、封筒は

証明書1通を封入しうるものとし、郵便切手はこれを内容とする郵便物の郵便料金に

相当するものとする。 
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別
表
第
十
七
号
様
式
（
第
５
４
条
関
係
）

別表第十七号様式(第54条関係) 

 

(表紙)   

 

 

 

船舶局無線従事者証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 本 国 政 府 

11
5ミ

リ
メ
ー
ト
ル
 

70ミリメートル   
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(表紙の内面) (1頁) 

  

    

船舶局無線従事者証明書 

CERTIFICATE TO BE SHIP 

STATION RADIO OPERATOR 

 

 

 

 

 

日 本 国 政 府 

JAPANESE 

GOVERNMENT 
(

折

目) 
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(2頁) (3頁) 

  

    

 

  証 明 書 の 番 号 

  証 明 の 年 月 日 

  氏 名 

  NAME： 

  生 年 月 日 

  DATE OF BIRTH： 

 

 

   上の者は、無線従事者規則により、船舶局無線従事者

証明を受けたものであることを証明する。 

 

 

年  月  日 

 

総 務 大 臣 印 
(

折

目) 

    

61



(4頁)                         (5頁) 

経 歴 

Record of Service 

 1 業務関係 

  

選 任 又 は 解 任 の 区

別 及 び そ の 年 月 日 
無 線 局 確 認 欄 

  

選任又は解任 

Employed or 

Dismissed 

年 月 日 

Date 

種 別 

Class of 

station 

識別信号 

Call Sign 

免 許 番 号 又 は

国 籍 

Nationality 

職名及び氏名 

Name and Signature of 

Ship Master 
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(6頁)                         (7頁) 

(8頁)                         (9頁) 

(10頁)                        (11頁) 
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(12頁) (裏表紙の内面) 

 2 訓練関係 

    

 

 注意事項 

  

修 了 年 月 日 訓 練 実 施 者 確 認 欄 

  

      

      

      

(

折

目) 

      

      

      

  

官庁記載欄 
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別
表
第
十
八
号
様
式
　
削
除

別
表
第
十
九
号
様
式
（
第
５
６
条
関
係
）

別表第十九号様式(第56条関係) 

長

辺 

船舶局無線従事者証明書訂正申請書 

 

年  月  日   

  総務大臣  殿 

 

郵便番号 □□□―□□□□    

住 所             

電話         

(フリガナ)            

氏 名             

 船舶局無線従事者証明書の訂正を受けたいので、無線従事者規則第56条の規定によ

り、別紙書類を添えて申請します。 

  

証

明

書

の

記

載

内

容 

証 明 書 の 番 号 第         号 

証 明 の 年 月 日 年  月  日    

(フリガナ) 

 

 

氏名及び生年月日 

 

    

 

年  月  日生   

(フリガナ) 

 

 

変 更 後 の 氏 名 

  

  

  

短 辺     (日本産業規格A列4番) 

 注 証明書の郵送を希望するときは、郵便切手をはり、申請者の住所の郵便番号、住所

及び氏名を記載した返信用封筒を添えて申請すること。この場合において、封筒は証

明書1通を封入しうるものとし、郵便切手はこれを内容とする郵便物の郵便料金に相当

するものとする。 
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別
表
第
二
十
号
様
式
（
第
５
７
条
関
係
）

別表第二十号様式(第57条関係) 

長

辺 

船舶局無線従事者証明書再交付申請書 

年  月  日   

  総務大臣  殿 

  

収入印紙 
郵便番号 □□□―□□□□    

住 所             

電話          

(フリガナ)            

氏 名             

年  月  日生    

 

 船舶局無線従事者証明書の再交付を受けたいので、無線従事者規則第57条の規定に

より、別紙書類を添えて申請します。 

  

理 由 

1 汚損   2 破損   3 亡失   4 無余白 

     フリガナ      フリガナ 

5 氏名変更(旧氏名       新氏名        ) 

  証明書の番号   証 明 の 年 月 日   

添 付 書 類 1 
氏名の変更の事

実を証する書類 
2 証明書 3 

証明の効力確

認の書類 

  

短 辺     (日本産業規格A列4番) 

 注1 理由の欄及び添付書類の欄の各事項は、該当する事項の数字を○で囲み、氏名変更

の場合は、旧氏名及び新氏名を( )内に記入すること。 

  2 証明書の番号及び証明の年月日は、申請前に有していた証明書について記入するこ

と。 

  3 証明書の郵送を希望するときは、郵便切手をはり、申請者の住所の郵便番号、住所

及び氏名を記載した返信用封筒を添えて申請すること。この場合において、封筒は証

明書1通を封入しうるものとし、郵便切手はこれを内容とする郵便物の郵便料金に相

当するものとする。 
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別
表
第
二
十
一
号
様
式
（
第
５
９
条
関
係
）

別表第二十一号様式(第59条関係) 

長

辺 

船舶局無線従事者証明に係る再訓練の申請書 

 

 

年  月  日   

 

                (注) 

     総合通信局長 殿 

  

  

収入印紙 郵便番号 □□□―□□□□       

住 所                

電話            

(フリガナ)               

氏 名                

年  月  日生   

 

 

 

  電波法第48条の3第1号の総務大臣の行う訓練を受けたいので、無線従事者規

則第59条の規定により申請します。 

  

証 明 書 の 番 号   

  証 明 の 年 月 日   

証明の失効することとな

る日 
  

  

短 辺     (日本産業規格A列4番) 

 注 施行規則第51条の15第1項に規定する所轄総合通信局長宛てとすること。 
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別
表
第
二
十
二
号
（
第
六
十
条
関
係
）

区
別

科
目

時
数
（
注
１
）

実
施
時
期

場
所

新
規
訓
練

学
科

海
上
無
線
通
信
制
度

十
八
（
注
２
）

毎
年
一
月
及
び
七
月
（
注
３
）

東
京

海
上
関
係
無
線
局
の
概
要

義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
管
理

海
上
無
線
通
信
の
方
法

実
技

義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
管
理

海
上
無
線
通
信
の
方
法

再
訓
練

学
科

海
上
無
線
通
信
制
度

三

総
合
通
信
局
長
が
必
要
と
認
め
る
時
期
及
び
場
所

義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
管
理

海
上
無
線
通
信
の
方
法

注１
　
一
時
数
は
、
五
〇
分
と
す
る
。

２
　
証
明
の
効
力
を
失
い
、
そ
の
失
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
十
二
時
数
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
実
施
時
期
の
ほ
か
、
臨
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
十
三
号
（
第
六
十
一
条
関
係
）

訓
練
の
種
別

科
目

時
数
（
注
）

新
規
訓
練

学
科

海
上
無
線
通
信
制
度

三
以
上

海
上
関
係
無
線
局
の
概
要

二
以
上

義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
管
理

二
以
上

海
上
無
線
通
信
の
方
法

二
以
上

実
技

義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
管
理

三
以
上

海
上
無
線
通
信
の
方
法

六
以
上

再
訓
練

学
科

海
上
無
線
通
信
制
度

一
以
上

義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
管
理

一
以
上

海
上
無
線
通
信
の
方
法

一
以
上

注
　
一
時
数
は
五
〇
分
と
す
る
。

別
表
第
二
十
四
号
（
第
七
十
一
条
関
係
）

講
習
の
区
分

科
目

時
間
数
（
注
１
）

海
上
主
任
講
習

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
（
注
２
）

六
時
間
以
上

新
の
無
線
工
学

航
空
主
任
講
習

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
（
注
２
）

六
時
間
以
上

新
の
無
線
工
学

陸
上
主
任
講
習

無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
（
注
２
）

六
時
間
以
上

新
の
無
線
工
学

注１
　
随
時
受
講
型
講
習
に
あ
っ
て
は
、
同
時
受
講
型
講
習
に
相
当
す
る
教
育
効
果
が
得
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

２
　
無
線
局
の
監
督
に
際
し
て
、
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
令
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。

68



別
表
第
二
十
五
号
様
式
（
第
７
３
条
関
係
）

別表第二十五号様式(第73条関係) 

長

辺 

主任無線従事者講習受講申請書 

  
※受講

番号 
    

年  月  日   

  総務大臣  殿 

  

収入印紙 
郵便番号 □□□―□□□□    

住 所             

電話         

(フリガナ)            

氏 名             

年  月  日生  

 次のとおり講習を受講したいので、無線従事者規則第73条の規定により申請します。 

  

受講する講習の区分   

  

主任従事者とし

て選任されてい

る無線局の免許

人等又は法第70

条の9第1項の規

定により登録局

を運用する当該

登録局の登録人

以外の者の氏名

又は名称及び住

所並びに電話番

号 

  

選任さ

れてい

る無線

局関係

事項 

免 許 又 は

登録の番号 
  

識 別 信 号   

設 置 場 所   

主任無線従事者として選任されている資格 

資 格 免 許 証 の 番 号 免 許 の 年 月 日 

      

既 に 受 け た 講 習 (注1) 

講 習 の 区 分 修 了 番 号 修 了 の 年 月 日 

      

  
※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 ※ 手 数 料 欄 

      

  

短 辺     (日本産業規格A列4番) 

 注1 既に受けた講習の欄は、直近に修了した講習について記入すること。 

  2 ※の欄は、記入しないこと。 
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